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経 済 労 働 委 員 会 記 録 

開催日時  令和２年９月２３日（水）  １３：０５～１６：５８ 

開催場所  第１委員会室 

出席委員  ８名 

        小泉 米造 委員長 

        和田 恵治 副委員長 

        樋口 清士 委員 

        植村 佳史 委員 

        川口 延良 委員 

        中川  崇 委員 

        太田  敦 委員 

        森山 賀文 委員 

欠席委員      なし 

出席理事者   谷垣 産業・観光・雇用振興部長 

        土屋観光局長 

桝田水資源・森林・景観環境部長 

        杉山食と農の振興部長  ほか、関係職員 

傍 聴 者      なし 

議  事 

（１）議案の審査について 

    議第７８号 ＮＡＦＩＣを核とした賑わいづくり事業にかかる請負契約の締結

について 

    報第３１号 地方自治法１８０条第１項の規定による専決処分の報告について 

           奈良県手数料条例の一部を改正する条例 

（２）その他 

＜会議の経過＞ 

○小泉委員長 ただいまより経済労働委員会を開催いたします。 

 今定例会においては、密集・密接を避けるため、各委員会室の傍聴人の定員を５人と

しております。この後傍聴の申し出があれば、５人を限度に入室していただきますので、

ご承知いただきたいと思います。 
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 それでは案件に入ります。 

 まず付託議案の審査を行います。当委員会に付託されました議案は、委員会次第に記

載のとおりであります。審査に先立ち申し上げておきますが、委員長報告は正副委員長

会議の申し合わせにより、付託を受けました議案の審査結果についてのみ報告となりま

すので、あらかじめご了承願います。なお議案の説明については、９月３日の議案説明

会で行われたため、省略いたします。 

 それでは付託事案について質疑があればご発言をお願いします。 

○中川委員 私からはＮＡＦＩＣを核とした賑わいづくり事業にかかる請負契約につい

て質問させていただきます。 

 日本維新の会は、ずっとＮＡＦＩＣそのものについて、本当に必要なのかという思い

もあります。それに加え、今回セミナーハウス関連ですけれども、本体がなかなか思っ

たようには事業が進んでいない、募集人数に対してあまり来てくれてないといった問題

もございます。二つの観点から、どのように考えているのか質問したいと思っているの

ですけれども、本当に採算がとれるのか、今本当に必要なのか、この２点でございます。

採算性と必要性の観点から、ＮＡＦＩＣセミナーハウスについて、どのように考えてい

るのかお聞かせください。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） それでは、まず採算性から答弁させていただきたいと思います。 

 セミナーハウスにつきまして、今回の議案にありますように、建築工事費１１億４，

０００万円強の事業費ということで、ほかにも電気、機械設備工事に５億円強、外構工

事に１億７，０００万円、備品に１億円という経費がかかってまいります。そういう施

設ではございますが、ランニングコストも重要になってまいります。セミナーハウスの

運営につきましては、人件費・清掃業務・保守点検、また警備業務など、施設管理費が

発生しますし、また光熱水費や通信費、広報費等の施設運営費も必要となってまいりま

す。約１億円ぐらいの運営費がかかると試算しております。宿泊や貸館の利用料金収入

が上がってまいります。また飲食営業も含めて、そういう収入はあるわけですが、それ

だけではなかなか賄えないところもございますので、その部分については指定管理料等

で、公費で補っていきたいと考えているところです。 

 なお、セミナーハウスは県の食と農の振興に寄与する施設であると同時に、ＮＡＦＩ

Ｃの附属施設として教育機能を備えた施設であります。そのような収益性が高くない施
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設でもありますので、採算性の視点も入れながら、利用料金や指定管理の条件等を今検

討しているところでございます。 

 セミナーハウスの整備に係る波及効果としましては、セミナー参加者や中南和地域へ

の観光客の利用による周辺地域の交流人口の増加といった面もあり、そういうことにも

大きく寄与できるということで、総合的に考えてまいりたいと思っております。 

 それから、必要性の部分についてお答えします。 

 セミナーハウスは食を支える農という視点で、今年４月に奈良県食と農の振興に関す

る条例をつくり、部の名前も食と農の振興部と再編してきたわけでございますが、ＮＡ

ＦＩＣはその食と農の担い手を育成する重要な役割を担っております。今回整備します

附属セミナーハウスも、そのＮＡＦＩＣや附属オーベルジュの持つ教育機能、食のもて

なし機能、そういったことをさらに高めるという目的を持っております。 

 整備内容としましては、食と農に関する学習や研修が行えるセミナールーム、ゲスト

ルーム、研修用の調理室、ＮＡＦＩＣの学生が使います学生寮のような機能、そういう

ものを設けることとしております。具体的な内容としましては、食と農に関する各種セ

ミナーの開催、ファミリーや修学旅行生等を対象とした食体験、農業・農村体験の場の

提供、そういったことで学術的な面や食と農の振興に寄与する活動、そういった面の拠

点にもなろうかと考えております。また、飛鳥・藤原・桜井・吉野方面の周遊観光とい

うことで、その宿泊拠点にもなろうかと思っており、交流人口の増加等、経済面でも貢

献できると考えています。 

○中川委員 思っていたよりも詳しくお答えいただきました。 

 １点だけ確認したいのですけれども、ランニングコスト１億円というのは、年間に１

億円ぐらいかかるという理解でよろしいでしょうか。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） はい。１億円は年間の費用でございます。 

○樋口委員 ただいまのセミナーハウスの件につきまして質問させていただきます。 

 これは当初予算で賛成した立場で、農業・観光等、地域の振興拠点として、速やかに

整備されていくことを期待するものですし、またよりよく活用していただきたいという

立場から、何点か質問させていただきます。 

 今、中川委員からありました、施設の活用イメージということで、いろいろお話はあ

りましたけれども、１つ気になりますのが、オーベルジュがあって、ＮＡＦＩＣがあっ
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て、セミナーハウスがあって、そこでいろいろセミナーを行います。あるいはファミリ

ー層がターゲットになっていると思うのですけれども、農業体験ということで、宿泊施

設を設けたいということですけれども、一つの大きな敷地の中に、オーベルジュという

少しハイランクのものが存在して、それと同居する形でセミナーハウスのグレードがど

のあたりを狙ったものになるのか。それぞれハレーションを起こすような、来られた方

が安っぽい感じを受けられるようなことがあってもいけないですし、そのあたりをどう

考えておられるのかお聞かせいただけますか。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） オーベルジュとセミナーハウスのグレード、すみ分け、連携といったことについ

てお答えしたいと思います。 

 そもそもオーベルジュ・ド・ぷれざんす桜井と呼んでいますが、ＮＡＦＩＣ附属のオ

ーベルジュということで、学生が実際のレストランで、お客様に対応して料理やサービ

スを行う研修の場で、その研修をしっかりと行えるように経営をしていただくというの

が指定管理の内容でございます。そういうことで、ひらまつに、今、鋭意頑張っていた

だいているところでございます。 

 この今度のセミナーハウスにつきましては、先ほども少し述べましたが、食と農の学

びの場、宿泊をして学ぶことができるというのが大きな特徴だと思っております。学術

的な内容で申しますと、最近、食を目的とする旅行をあらわしますガストロノミーツー

リズム、アスペン会議といった、ハイグレードなシンポジウム等から、食と農を学ぶと

いうことで、料理人を対象とした料理教室や勉強会、またファミリー向けの体験教室や

農業体験、さまざまなものが考えられます。そういったことで、当然グレードにつきま

しても、オーベルジュのほうにつきましては比較的値段の張るような料理を出して、し

っかりとした研修ができる形でやっておりますが、このセミナーハウスにつきましては、

研修をしていただくことがメーンですので、ハイグレードなシンポジウムも数回は出て

くるわけですが、メーンはファミリー層や、学生が研修に来て泊まっていただくという

ことも考えております。そういった形でのすみ分けができていくのではないかと考えて

おります。 

○樋口委員 ファミリー層があったりエグゼクティブがあったり、割といろいろな層が

あって、それぞれオーベルジュとセミナーハウスのすみ分けでということになるのでし

ょうけれども、実際に集会をやるときにはセミナーハウスのほうへ移動されてというこ
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とで、ある程度のグレードは確保しておかなければならないだろうというのと、そうい

う人の移動なり、施設の使い回し方によっては、動線をどう整理していくのか、あるい

は実際に今建っている建物を見ていても、学校、教育施設の部分と、オーベルジュがレ

ストランあるいは宿泊施設、高級なというものが、割と視覚的には一つの空間の中に収

まっていて、少し裏側が見えていたりというようなところもあります。 

 もう少し外構でうまく処理できないのかなと感じるところもありますし、またさらに

言えばアプローチが非常に殺風景というか、農場を整備されたところに農道というのか、

管理道的にあるだけなので、そういうところも含めて、施設のグレード、使い方、ター

ゲットがどこかをあわせて考えた上で、環境整備も含めてやっていかないと、なかなか

うまく活用できないのではないかと。どういう見方をするかにもよるのですけれども、

そのあたりが中途半端だと多分指定管理者も、どちらを向いて運営するのだと悩まれる

ことになると思います。そのあたりは最初の段階できちっと整理されておく必要がある

ということで、そこはぜひお願いしたいと思います。 

 それともう１点、先ほど採算性の話も出ておりましたけれども、実際これはご答弁の

中にもありましたが、教育施設、あるいは地域振興的な部分、セミナーなど、採算に乗

らない部分がどこなのか、それは公費でどこまで面倒見ていくべきものなのか。さらに

言えば、その宿泊施設は採算に乗せていかないといけないです。その採算ラインがどこ

にあって、どれだけの宿泊客、入り込み客を確保しないといけないのか、このあたりの

目標をきちっと立てて、それぞれすみ分けを明確にして目標を立てて、それが実際でき

ているかできていないかを評価できるように、一工夫二工夫していただきたいと思いま

す。 

○太田委員 私も数点質問させていただきます。以前にも質問させていただいたのです

けれども、ＮＡＦＩＣのフードクリエイティブ学科の入学者数と卒業生の進路の状況に

ついて、まず教えていただきたいと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） ＮＡＦＩＣは平成２８年に設置して以来、５期生がいるわけですが、開校以来７

０名が入学しまして、３期生まで３３名が卒業しております。年度ごとの入学者数でご

ざいますが、平成２８年度入学の１期生が１５名、２期生が１３名、３期生が１３名、

４期生が１５名、今年度入学した５期生が１４名となっております。 

 卒業生とその進路でございますが、１期生は１５名のうち８名がレストランやホテル
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への就職、２名がカフェを開業、３名が起業準備と、それから専門学校への就職、専門

学校への進学が各１名という状況でございます。２期生は、８名のうち３名がホテル・

レストランに就職、３名が起業準備、海外研修の予定と家業就業が各１名という状況に

なっております。３期生ですが、１０名のうち６名がレストラン・ホテルへの就職、１

名が食品関連企業への就職、起業準備・海外研修予定・家業就業が各１名となっており

ます。そういった状況でございますが、就職先には高級レストラン・一流ホテルが含ま

れておりますし、既に開業をして今も営業している方が県内に６名おられます。 

○太田委員 ありがとうございます。ずっと定員の２０人に達せないということと、２

期生で５人も退学されている。そこから少し改善はされているのですけれども、なかな

か定員まで到達しないということと、退学される方が、この人数に対しては少なくない

と認識しているのですけれども、その辺はどのように考えていらっしゃるのかお伺いを

したいと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） ２期生が５名で、３名、１名と減ってきているのですけれども、退学の理由は、

一つは進路です。料理の道へ進もうと思って入ったけれども、いろいろ学んでみると、

自分の将来は食ではなくて違うことに進みたいという思いが強くなっていくことが、若

い世代はよくあることだと思うのです。そういった理由が一つと、あとは家庭的な事情

です。金銭的な問題も含めて、退学されたということで、説得もしますが、なかなかご

本人の意思を尊重すべきところもございますので、やむを得なかったという事情もござ

います。 

 なお、改善してきております中には、学生の進路にマッチするような授業が適正に提

供できているかということを反省もし、検討もして、カリキュラムの見直しも今進めて

おりますので、学生のニーズと教育内容がマッチしてきているのではないかと考えてい

るところでございます。 

○太田委員 ありがとうございます。 

 もう一つ気になるのが、やっぱり出願者数が、アグリマネジメント学科に比べると、

フードクリエイティブ学科のほうが少ないと見られるのです。たくさん希望されて、Ｎ

ＡＦＩＣの価値も上がってくると思うのです。例えば例年一次募集から三次募集があっ

たり、令和２年に関してはＡＯ入試も取り入れている、いろいろ工夫されていると思う

のですけれども、なかなか出願者数が伸びない点についてお伺いをしたいと思います。 
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○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） おっしゃるような傾向になっているのですが、今おっしゃいましたように、昨年

ＡＯ入試を導入しまして、少し改善の兆しが見えてまいりました。昨年は１年目という

ことで、ＡＯ入試そのものの周知も十分ではなかったと思いますが、今年度は、今は正

式な公表をしておりませんので言えませんが、ＡＯ入試でかなり多くの方に受験いただ

いており、順調と言っていいのではないかと感じているところでございます。 

○太田委員 今度新たにＢＣＣとの提携が今回言われているのですけれども、どのよう

な効果を期待されているのか、お伺いしたいと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱）  ＢＣＣは、バスク・クリナリー・センターと申しまして、食と料理で世界をリ

ードする、スペインにございます４年制の料理を専門に学ぶ学校でございます。学生数

で言うと４００人ぐらいの規模で、講師陣も１００名いるという立派な学校で、こちら

がＵＮＷＴＯ（国際世界観光機関）と連携されています。ガストロノミーツーリズムも

推進されているという観点で、ＮＡＦＩＣも世界的に見ればガストロノミーツーリズム

の先進事例という形になりますので、ＵＮＷＴＯの仲立ちもあり、締結を進めようとし

ております。 

 具体的な中身ですが、締結をした暁には、ＮＡＦＩＣにＢＣＣから講師やシェフに来

ていただき、特別講義を開催したり、県内の料理人向けのデモンストレーション、実演

研修会のようなことをしていきたいと考えております。 

 効果としましては、そういう交流事業を実施することで、ＮＡＦＩＣの教育水準が高

まってまいりますし、世界トップレベルの大学との提携をしているということで、イメ

ージアップもさらに図れると考えているところです。ひいては奈良の食のイメージアッ

プにもつながると思います。 

 ただ、現在新型コロナウイルス感染症の影響で、スペインも渡航制限が出ております

ので、締結は来年度に先送りをさせていただくことで合意しており、具体的な内容等に

ついては調整中でございます。 

○太田委員 ありがとうございます。 

 現在委託料で、ＮＡＦＩＣに対して、１年間に３，８５０万円、過去４年間で１億５，

４００万円とお聞きしております。先ほど、新たなセミナーハウスを設けることによっ

て、ランニングコストで足りない分は委託料でという話があったと思うのですけれども、
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この委託料については、セミナーハウスが新たにできることによってどういう変化が生

じるのか、最後にお伺いしたいと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） お答えいたします。 

 ＮＡＦＩＣへの３，８５０万円というのは、オーベルジュへの指定管理の額だと思い

ますが、こちらはそういう形になっております。それとは全く別のものとして、セミナ

ーハウスの運営を指定管理にかけたいと思っております。同一業者が手を挙げるかどう

かは全く未定でございますし、別物と考えていただければいいと思います。 

○太田委員 金額は。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） 金額は、ただいま精査中でございます。 

○太田委員 ありがとうございます。以上で終わります。 

○森山委員 私からも質問をさせていただきます。 

 セミナーハウスの活用内容について、先週聞かせていただきました。学術振興と食と

農の振興と観光振興と、３つの柱でにぎわいを創出していくという内容でした。その３

つの柱一つ一つも詳しく聞かせていただきました。その内容は理想的な内容だと感じて

います。 

 一方、コロナ禍で県内事業者さんもたくさんの方が金策に走っているという状況もご

ざいます。今、県が行っていただいているゼロゼロ融資のおかげもあって、何とか県外

に比べると、県内事業者の倒産は少ないほうだと聞いております。これは非常に県の後

押し、心強い支援がいただけた結果だと感じております。 

 そういう中で、新型コロナウイルス感染症の終息の見通しは、今の時点でまだ立って

おりません。また寒い時期がやってきて、第三波が来るかもわかりません。そういう先

の見通しが立っていない状況が、まだしばらく続く状況があります。必死な思いでやっ

ておられる事業者に対して、これからも切れ目のない支援をしていただきたい、続けて

ほしいと思いますけれども、県自身の財政負担も相当大きくなってきているということ

もあります。そういう、いわば非常事態下で進めていく政策とコロナ禍が落ちついてか

ら進めていく政策とを切り離して考えていくべきではないかと感じております。 

 その中で、まず聞かせていただきたいことは、このコロナ禍で先の見通しが立たない

中で、この事業を今進めないといけない理由を聞かせていただきたいと思います。 
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 それと、細かい話ですけれども、ホテルなどに使う宿泊施設は、部屋の設計図面も見

せてもらいましたけれども、ツインの部屋がありましたけれども、どういう形で泊まる

のかと。例えば、２つベッドがあるけれども、基本的には１人が泊まる。それとも、研

修に来られた別々の方が同じ部屋で泊まるような形になるのか。この設計図面そのもの

がいつぐらいに完成された図面なのか、新型コロナウイルス感染症が流行する前の時点

だったのか。今回進めていくに当たって、新型コロナウイルス感染症の対応が空調など

に反映された設計になっているのか、後づけの対応になっているのか。 

 あと、宿泊施設ですから、研修の宿泊者とホテルの宿泊者の比はどれぐらいを考えて

おられるのか、そのあたりの全般的なことをお聞かせいただきたいと思いますので、お

願いします。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） まずコロナ禍でこの整備を行う理由でございますが、森山委員お述べのように、

新型コロナウイルス感染症対策は非常に重要でございますので、県としては予算の捻出

ということで、不要不急のものは取りやめて新型コロナウイルス感染症対策に回してい

ますが、このセミナーハウスにつきましては、先ほども申しておりますように、ＮＡＦ

ＩＣの教育の質を高める、また地域のにぎわいに貢献するということで、非常に重要な

施設だと思っております。 

 そういう意味でも、早期にこの整備をして、その機能を発揮させたいと思っていると

ころです。いずれアフターコロナということで、薬等で克服されていく中で、例えばこ

のセミナーハウスは令和４年の開業を予定しているのですが、そのころにちょうど中南

和の活性化、宿泊客の誘致促進、そういったことで役割を果たせるのではないかと。周

辺自治体も含めて、財源強化できる一つの拠点として役割を果たすことができるのでは

ないかと考えております。タイミング的にそういう効果が出せるのではないかと思って

おります。 

 それと、もう１点、財源として２億円程度国の交付金の活用を考えており、事業を延

期することによって国の財政支援等が得られなくなる可能性もございます。そういった

ことから予定どおり整備を進めさせていただければと考えているところでございます。 

 それから宿泊の内容でございますが、ツインの部屋で想定しております。４０平方メ

ートルの部屋が１０室と、３０平方メートルの部屋が１０室、計２０室です。もちろん

エグゼクティブセミナーのような場合はシングル利用が当然想定されるのですけれども、
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それ以外の場合は、家族、夫婦、カップル等でツインで使っていただくことを前提とし

ながら、４０平方メートルの部屋は４人利用も可能ですし、３０平方メートルの部屋も

ゲストを入れて３人利用も可能ですので、子ども連れの家族や学生のグループの利用も

見込んでいるところでございます。 

 設計につきましては、昨年度に完了しております。ただ、新型コロナウイルス感染症

の観点がどうかという視点のお話もありましたが、厚生労働省が商業施設において推奨

される換気についてという基準を示されているのですけれども、大体必要換気量は１人

当たり毎時３０立法メートルでございます。県の設計は、国土交通省の基準により、１

人当たり毎時３０立法メートルを換気できる機械換気の能力を有しておりますので、そ

こに自然換気も加えれば対応できる設計になっています。 

○森山委員 研修で泊まりに来られる方と、ホテルとして宿泊される方の比は。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） その辺につきましては、トータル的に考えておりまして、今は詳しい資料は持ち

合わせておりません。今後精査をしたいと思っております。 

○森山委員 詳しくご答弁いただきましてありがとうございました。アフターコロナか

ら進めていかなければ、それに対応できないというお気持ちもよくわかりますけれども、

私が最初に言った県内事業者のおくれている状況を考えたら、それともう一度設計に無

駄がないかなどをあわせて考えてみると、今しばらく新型コロナウイルス感染症が落ち

つくまでは置いておいて、見通しがきちんと立ってから新たにスタートをしたほうがい

いのではないかという思いがありました。教育施設ではありますけれども、先ほどから

出ている採算性も大切な部分と思いますし、その辺ももう一度練り直す時間もあったほ

うがいいのではないかと思い質問させていただきました。 

 ありがとうございました。 

○川口委員 議第７８号ＮＡＦＩＣを核とした賑わいづくり事業にかかる請負契約の締

結について、質問させていただきたいと思います。 

 先ほどセミナーハウスの目的、利用内容についてはご説明いただいたと理解しており

ます。その中で、池之内校舎の中に交流サロン棟が２～３年前に竣工されて、既に利用

されていると思うのですけれども、この交流サロン棟とセミナーハウスの大きな違いを

ご説明いただけたらと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取
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扱） 農業研究開発センターの交流サロン棟との違いでございますが、池之内校舎の交

流サロン棟は、農業研究開発センターの附属施設として、農業者の研修を中心に利用す

るということで、整備段階から地域の住民の方々とも話し合いの中で、そういう利用目

的に限定させていただいているところでございます。立地条件からも、夜間利用もでき

ない状況でございます。セミナーハウスは、幅広く食と農の研修を、農業者だけではな

く、料理人や一般の方々、学生や家族の方々に広く使っていただくということで、当然

宿泊つきですので、夜の研修もできる形で考えているところです。 

○川口委員 ありがとうございます。同じ県が建てた施設で、片方は農業者の利用の促

進、もう片方は幅広くということならば、せっかく同じ予算を使ってするので、交流サ

ロン棟とセミナーハウスの交流も含めて利活用して、より大きく効果が出るような使い

方を検討していかないといけないのではないかと思います。もったいないと思うので、

この２つをうまく利用していただきたいと思います。 

 ＮＡＦＩＣを核とした議案ですので、ＮＡＦＩＣの学生が埋まらないとにぎわいはな

いのではないかと思います。先ほど入学生の話も説明いただいて、平均１４名ぐらいで

すので、まだ１回たりとも定員が満たされていない。その中で今回学生に対する寮も含

めて新たに整備をされるということですけれども、この整備をすることによって学生が

確保されるという趣旨でつくられているのかどうか教えていただけますか。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） 寮をつくるのは、学生の確保を目指してということではございません。間接的な

理由としては、学生の利便性を高め、寮があることによってより多くの方が受験される

ことはあろうかと思います。究極の目的としましては、ＮＡＦＩＣの学生の質が向上す

る、たくさんの方に受けていただき、先ほどありました２０人を超える多くの方に受験

していただいて、ＮＡＦＩＣの質が高まり、卒業生の活躍も図られると考えております。

第一義的にはそこが重要であります。 

 寮的な宿泊施設、シェアルームと呼んでいるのですが、もう１つ大事な使い道がござ

いまして、オーベルジュで学生はディナー研修もやっております。ただ８時過ぎには終

えて、お客様のディナーの途中で帰らないと帰宅できない。最後のお客様の反応を見聞

きして、片づけまでして帰る研修もできておりませんし、朝食を出すのも大事な研修に

なりますので、そういった深夜や早朝の研修にも対応できるように、宿泊研修用に１０

室、学生寮用に１０室という寮の整備を考えているところです。 
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○川口委員 聞こえがいいように思うのですけれども、逆に言うと、ひらまつが今委託

先として料理を振る舞って、その勉強をしながら手伝いをする、そして片づけまでする

のに遅くまでかかるので、この寮が必要だと聞こえるのですが、その手法が本当に正し

いのかどうかは、再考していただきたいと思います。このＮＡＦＩＣだけではなく、全

ての学生は目標・目的があって学校に行かれていると思うのですけれども、どうしても

この学校に行って、このことがやりたいという学生にとっては、多少下宿先が遠かろう

が、自分の意思で選んでいる以上、あまり関係ないのではないかと私は思います。 

 当初予算から、桜井駅、橿原神宮前からのシャトルバスで送迎の予算をとっていたり、

もともとあの土地で開業すると県が決めて、少し不便だからというのは、整合性が欠け

ているのではないかと私は思っていました。学生を、もっと将来の自分の夢に近づくた

めにというのであれば、資格ではないのですけれども、ほかの教員免許や医師免許であ

れば、５年間県内で勤めれば奨学金の免除をされているのであれば、奈良県内で起業し

た人に対しては奨学金の減免をするとか、学生がよりこの学校に行って自分の夢をかな

えていける道しるべになるようなお金の使い方を、今後違う角度からも見ていただきた

いと思います。 

 これはこれで、採算性とは別に使わないといけないお金はあると思いますので、この

議案自体については賛成させていただきたいと思いますが、もっと違う使い方も多方面

から検討していただいて、このＮＡＦＩＣの核という部分をより強固なものにしていた

だきたいということを要望しておきたいと思います。 

○植村委員 私からも１件お聞かせいただきたいと思うのですけれども、議第７８号、

ＮＡＦＩＣを核とした賑わいづくり事業にかかる請負契約の締結について、セミナーハ

ウスや、ゲストルーム、シェアルームといったものを、今年の２月定例会で予算が決ま

っており、私も賛成させていただきました。その中でのこの請負業務の契約に関する議

案でございますが、先ほど、森山委員も質問しておられましたけれども、この設計はた

しか２０１７年から始まったと記憶しています。当時と、今回のこのコロナ禍では、い

ろいろ変わっているわけですけれども、その中で今回この建設の請負契約ですけれども、

設計業務に関して、変わったところはあるのでしょうか。おわかりでしたら少しお聞か

せいただきたいと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） 設計につきましては、２０１７年ぐらいからでございますが、見直しの設計もか
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けております。ただ、それは新型コロナウイルス感染症対応ということではなく、その

時点での修正をかけた上で、昨年度には固めまして、今年度に整備の発注としていると

ころでございます。 

○植村委員 そうしたら、具体的には変わっていないという感じですか。それとも、こ

こが変わりましたと、わかりやすいお話があると教えていただけたらと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当）（豊かな食と農の振興課長事務取

扱） 特に新型コロナウイルス感染症に関しては変わってはおりません。 

○植村委員 先ほど自然換気で対応できると言っておられたと思うのですけれども、例

えばこの部屋でもわかるのですけれども、あそこに自然換気のため開けてもらっていま

す。もしこちらにもう一つ自然換気ができていたら、これは非常にいいわけです。真夏

の暑いときでも、エアコンではなかなか換気ができる機械もあるのかわからないですけ

れども、私の認識ではあまりそういうのがないので、やはり換気しなくてはいけないと

なっているわけです。私はこれは基本的に、農業の振興からしたら絶対必要だと、早く

進めていかないといけないと理解しているのですけれども、しかしウィズコロナに関連

したら、やるべきことはやっていくべきだと思うのです。それがこのセミナーや研修会、

ゲストルームを使ってやっていこうというときに、より安全性を見るのではないですか。

そういったところを注意していただけたらと、これは要望しておきたいと思いますので、

お願いしておきます。 

○中川委員 先ほど川口委員からの質問の答弁で、ああ、なるほどという観点がござい

ましたので、質問ではないのですが、こういう観点があるのかと聞いていただきたいと

思っています。 

 ＮＡＦＩＣセミナーハウスについて、研修などでも使おうといったお話があったと思

います。我々も現地に視察に行っているのですけれども、確かにセミナーハウスをつく

ろうとしている場所は、見晴らしはいいのですけれども、校舎本体から少し離れていて

アクセスが不便なのです。階段が既にできていまして、上ったり下りたりしているので

すけれども、雨が降っていたりすると、校舎から傘を差して出て、また階段を何十段も

上がっていかないとアクセスできない。もし研修で必要なものがあるのでしたら、校舎

から車に乗せて、横の坂を上がって、またおろしてということも必要になってくると思

います。 

 なので、研修などの観点で言いますと、一番いいのは平面で横に増設をしていくと、
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そういった考え方のほうが使い勝手がいいのかなと思っております。私どもも現地を見

ておりまして、本当にここにつくって、ＮＡＦＩＣの本体との動線がこれでいいのだろ

うかといった感想も抱いておりましたので、全体的な構想として、この形が本当にいい

のかなといった観点を持っております。 

 私どもは反対する立場なので、あまり言っても仕方ないのですけれども、そういった

観点を持ち合わせているという点で、また考えてもらえたらと思っております。知事が

つくりたいからつくるという感じだと思いますけれども、また参考にしてもらえたらと

思っております。 

○和田副委員長 私からは２点、ＮＡＦＩＣについて質問したいと思います。 

 ＮＡＦＩＣ周辺のにぎわいづくりということで、どのような構想を持っているのか、

あるいは、中南部のにぎわいをどう機能させるのかを聞かせていただきたい。 

 それから、このセミナーハウスの指定管理を考えておりますが、県の負担等を軽減す

るような施設管理を展望するために、一般市民・県民を取り込むとお聞かせいただきま

した。可能な限り収益を上げるということでございますが、詳しいことはもっておりま

すか。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） まず周辺のにぎわいづくりという観点でお答えします。 

 地元の農家や飲食店、自治会、市役所等が、地元のそういう団体で構成しますＮＡＦ

ＩＣ周辺賑わいづくり協議会が昨年度に立ち上がっております。そこで、地元で食や農

をテーマとした体験機会を提供したいと聞いております。例えば農業をしている方だっ

たら、田植えや稲作への都市の方の参加、ブルーベリーやイチジクの収穫、そういった

体験がしたいと聞いております。今後調整していくのですが、そういった収穫体験など

の場合は、調理実習室を使って、実際に自ら調理して食べていただくこともできると思

っております。今のは一例でございますが、地域づくりの観点で、周辺の方々と一緒に

セミナーハウスの活用を図っていきたいと思っているところです。 

 あと、中南和地域の観光振興の視点でも当然考えております。飛鳥・藤原の宮都が世

界遺産登録を目指している中で、観光ポテンシャルの高い地域に施設がございますので、

周遊観光の入り口ですとか、誘客、観光を中心とした地域活性化、そういったことで貢

献できるように、周辺の市町村とも連携して進めていきたいと考えています。 

 それから、指定管理もやっていく中での市民参加ということで、地元桜井市の住民の
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方々の利用、参加も、先ほどの協議会の話も含めて大いに歓迎したいと思っております。

このセミナーハウスがそういう食や農を中心とした、地域の活動拠点にも活用していた

だけたらと思っているところでございます。 

○和田副委員長 ありがとうございます。 

 私は、こういう方向を考えてほしいなということで提案するのですが、県産食材の販

路拡大、学生の就職先の確保、そのようなことをすればいいなと。そのためにも、一つ

の方法として、ＮＡＦＩＣの学生も交えて、全国の飲食店、それを呼んで、試食会セミ

ナーなどをやればいいのではないか。 

 それをすれば、学生の募集の質が上がるのではないかと思ったりもするのですが、ど

うお考えなのか。試食会セミナーのようなことをやって、３つほどの効果を練る方向が

あるのかどうか。 

 それからＮＡＦＩＣは、中途半端な状況の施設だと思います。新築セミナーハウスを

建てたら、それで満足な、構想どおりになるのかどうか。これをお聞かせ願いたいと思

います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当、豊かな食と農の振興課長事務取

扱） まず、県産農産物の販路拡大を含めて、試食セミナーのようなものをということ

ですが、県産農産物の食材を生かすということで、過去からいろいろなメニュー開発等

も進めておりますので、そういった取り組みの成果を生かして、一般の方、場合によっ

ては飲食店の方も含めてお集まりいただいて、調理実習室もありますので、試食を伴う

セミナーも開催していきたいと思っております。 

 それからＮＡＦＩＣとしてはこれで完成なのかということですけれども、この附属セ

ミナーハウスを整備することで、ＮＡＦＩＣとしての本体の整備は完成させたいと考え

ています。 

○和田副委員長 活用のイメージということで、資料をいただいております。実現する

ように頑張っていただきたいと思うのですが、今、食料自給率が４０％を割っておりま

す。そういう意味で、奈良県のＮＡＦＩＣは、大変貢献できると思うのです。そして県

内農業の振興ということで、中央卸売市場とのドッキングを考えた運営もできると思い

ます。そういう意味で頑張っていただきたいと思います。 

 あと、新型コロナウイルス感染症対策と経済は両立をしなければならない状況で進ん

できております。そういう意味で、この新築セミナーハウスは、非常に重要になると思
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います。そういう点でも、追い風としてこの両立を生かしていただきたい。 

 またスペインの料理学校との連携が追い風になると思います。そういうことで、これ

から頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○小泉委員長 ほかになければ、付託議案についての質疑を終わります。 

 続いて付託議案について、委員の意見を求めます。ご発言願います。 

○樋口委員 自由民主党は２議案に賛成します。 

○川口委員 自民党絆としましても、付託されました議案について全て賛成します。 

○森山委員 新政ならとしましては、ただいま上程された議案に、先ほどの理由から反

対します。 

○太田委員 日本共産党は、議第７８号につきましては、先ほど申し上げましたように、

ＮＡＦＩＣは定員割れが続いているということと、今、長雨とか猛暑、そして新型コロ

ナウイルス感染症などで、農家の方が非常に困っていらっしゃるということで、後ほど

質問もさせていただきますけれども、今はそういうところにこそ支援が必要ではないか

という考え方から、反対をさせていただきます。 

○中川委員 日本維新の会としましては、議第７８号につきまして、先ほども申しまし

たけれども、採算性と必要性の観点から疑問があるとの理由で反対します。 

○和田副委員長 私個人は賛成します。創生奈良でも割れております。 

○小泉委員長 ただいま付託を受けました議案について、採決を行います。 

 まず議第７８号について、委員より反対の意見がありましたので、起立により採決を

いたしたいと思います。議第７８号について、原案どおり可決することについて、賛成

の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 ご苦労さまでございました。ご着席願います。 

 起立多数であります。よって本案は原案どおり可決することに決しました。 

 次に、報告案件についてでありますが、報第３１号中、当委員会所管分については理

事者より詳細な報告を受けたことにさせていただきますので、ご了承願いたいと思いま

す。 

 これをもちまして付託議案の審査を終わりたいと思います。 

 次に、その他の事項に入りますけれども、約１時間たちましたので、ここで休憩した

いと思います。２時１０分に再開しますので、よろしくお願いします。 
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      １４：０４分 休憩 

      １４：１３分 再開 

○小泉委員長 それでは会議を再開します。 

 次に、その他の事項に入りたいと思います。産業・観光・雇用振興部長から、中南和

振興のための御所ＩＣ周辺 産業集積地形成プロジェクトについて報告を行いたいとの申

し出がありましたので、報告願います。なお、理事者におかれましては着席にてご報告

をお願いしたいと思います。 

○谷垣産業・観光・雇用振興部長 中南和振興のための御所ＩＣ周辺 産業集積地形成プ

ロジェクトについてご報告を申し上げます。 

 本プロジェクトは、中南和地域からの通勤圏内にある御所ＩＣ周辺に、産業用地を造

成、企業を誘致し、産業振興の強化と安定した就業の場を確保すること、また中南和で

自立的な地域経済構造をつくる、このモデル的なまちづくり事業により、若年層を中心

とした人口流出の阻止、Ｕ・Ｉターンを促進することを目的としまして、平成２６年２

月に事業化し取り組んでまいりました。 

 企業誘致の考え方といたしましては、社会雇用創出効果、既存の県内企業との取引拡

大、県内に長く定着するなどの地域経済への波及効果が期待できる企業の誘致を目指し

ております。 

 事業の概要ですが、開発面積は御所東高校跡地を含め約１２ヘクタール、うち企業へ

の分譲面積は約８ヘクタールの計画でございます。また、概算事業費は約６５億円、う

ち約半分は国の交付金及び民間企業への売却収入を見込んでおります。 

 これまでの経緯としまして、用地測量や設計業務を進めるとともに、地権者の皆様と

の用地交渉を重ねてまいりましたが、このたび地権者の皆様、また関係各位のご協力に

より、土地売買契約を締結することができましたので、御所東高校跡地も合わせ、産業

集積地の用地が確定しました。ご協力いただきました方、誠にありがとうございます。 

 これを受けまして、早期の分譲を目指し、直ちに造成工事に向けた都市計画変更業務

や、旧御所東高校の校舎除却工事の設計業務などに取りかかるため、本９月議会で３，

１５０万円の補正予算をお願いしているところでございます。 

 今後の予定でございますが、補正予算案に計上させていただきました各種取り組みと

ともに、埋蔵文化財発掘調査等を並行して進め、順次造成工事、企業への分譲をしてい

くというスケジュールでございます。 
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 少しでも早く企業立地を進め、就業の場を確保できますよう、地元御所市や県関係各

課とも協力し進めてまいりますので、今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○小泉委員長 ただいまの報告、またはその他の事項も含めて、質問がありましたらご

発言を願いたいと思います。 

○中川委員 私からは、数点ございますけれども、まず最初に新型コロナウイルス感染

症関連の補助金等につきまして質問したいと考えております。 

 今回、産業振興総合センター所管の補助金が２つございました。８月末が期限であり

ました、中小企業等再起支援事業補助金と、９月末締め切り、新型コロナウイルス感染

症対策緊急支援事業補助金がございました。 

 それぞれ異なる観点から、広報という点で課題が残ったと考えております。まず中小

企業等再起支援事業補助金は、補助額も大変大きなもので、喜んで使っていただけたも

のと思っているのですけれども、８月３日から始まって、８月末までという期限でござ

いましたので、知らない事業者さんにとってはタイトなスケジュールだったと考えてお

ります。８月下旬ぐらいに、何か補助金がないのかとご相談があったのですけれども、

こんな補助金があるといったときには、今から対応していては申し込めないといったお

声もいただいておりました。こちらをどういった形で広報されたのかお聞きしたいと思

っております。 

 もう一つ、新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業補助金は、９月末まで申込み

期限だったのですけれども、こちらは資格があるのかないのかわかりにくかったと受け

とめております。事業者さんの方に、２つ目の補助金もあると話していたのですけれど

も、こちらは昨年比で売り上げが一定程度下がった事業者に対して補助金がおりるとい

った説明がございましたけれども、実際読んでいきますと、うちは対象にならないので

はないかと、最初からあきらめてしまった事業者さんが割といたのではないかと受けと

めております。私の周りにもいたのです。 

 昨年から事業拡大のために店舗数を増やしたと。ふやした結果、赤字としてはとても

増えたけれども、売り上げ自体は少し上がってしまっているといった場合は補助の対象

にならないのかといったご相談もありました。確認したら、そういう場合は事業拡大し

たときから今年の３月末までの平均の値に比べてどれぐらい減ったかといった観点で計

算をして、減っていたら対象になるという説明をいただいたのですけれども、そういっ
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たことも最初からホームページなどに載せていたらわかりやすかったのではないかと。 

 そういった点で、若干優しくない点があったのかなと理解しているのですけれども、

広報の観点で、この２点の補助金につきまして、どのように総括されているのかお聞か

せください。 

○大西産業振興総合センター所長 まず中小業者の再起支援事業補助金でございます。

８月３日から広報させていただきました。募集につきましては、事業実施期間をできる

だけ確保しつつ、８月３日からということで、約１カ月間の募集期間で、比較的短い期

間で行うこととしましたが、制度の概要や補助対象となる取り組みの例、あるいは問合

せの多い項目などにつきましては、県のホームページに掲載するなど、また問合せ専用

の電話窓口を開設するなど、できるだけわかりやすい運用に努めてきたところでござい

ます。また７月下旬から、募集開始につきまして、報道発表や全市町村あるいは経済団

体、各種事業協同組合２００団体以上にチラシの配布などを行い、周知に努めてきたと

ころです。さらには県内の商工会議所、商工会、金融機関、あるいはよろず支援拠点な

どと連携しまして、事業者への周知や申請のアドバイスなどにつきましてもご協力を依

頼するなどお願いしました。 

 比較的短期間での申請ということになり、申請書類作成のためには、事業計画書をご

提出をいただく必要がございまして、できるだけわかりやすく、また枚数等も軽減をさ

せていただくなど、申請者の負担軽減も図ってきたところでございます。８月３０日で

申請受け付けを終了しましたが、これらのＰＲで６００件を超える申請をいただいたと

ころで、一定の周知はさせていただけたと思いますが、十分行き渡らなかった点もあろ

うかとは思います。 

 もう一点、新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業補助金でございますが、こち

らも財団法人地域産業振興センターを窓口として、同じく８月３日から広報させていた

だきました。これも同様に、先ほど申し上げましたあらゆるところ、あらゆる方法で周

知は図らせていただきましたが、特に中川委員お述べのように、昨年途中からの店舗を

増設されたような事業者の方は売上高が両補助金とも２０％前年度月比で減少するとい

う要件で設定をさせていただいております。例えば今年の４月以降、４月、５月、６月、

７月と、それと対比する昨年の４月、５月、６月で、コロナ禍の影響で減少された中小

事業者の方ということで、中川委員ご指摘のような、例えば昨年秋口から店舗を増設さ

れますと１事業者全体の売り上げが上がるという傾向もあろうかと思いますし、一方で
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昨年秋以降は創業・起業されたような方もいらっしゃいます。そういった方々には、そ

れ以降今年の３月までの各売り上げの月平均をとっていただいて、それと新型コロナウ

イルス感染症の影響として、私どもが求めています４月、５月、６月あたりと対比いた

だいて、減少しておられれば対象とさせていただくという取り扱いをさせていただいた

ところでございます。 

○中川委員 概要につきましてご答弁いただきました。おっしゃっていただいたように

運用されているんですけれども、最初からそういった店舗増設された事業者さんについ

てはこうですよとか、そういうことをネット上に書くなり、チラシに書くなりしておい

ていただいたほうがよかったのかなというふうに思っています。次回からはそういった

観点も参考にしていただきたいと思っております。 

 次に、観光庁所管の知れば知るほど奈良はおもしろいキャンペーンにつきまして、こ

ちらは実行委員会方式に変えると知事からも答弁があったのですけれども、参加団体が

県と３９市町村と、あとは民間事業者がたくさんいたと。県から１，８００万円、市町

村から９００万円、民間事業者から９００万円、合わせて３，６００万円のお金を集め

てやっていたキャンペーンですけれども、こちらは参加団体が一堂に会する機会は、こ

れまでなかったという理解でよろしいでしょうか。 

○葛本観光プロモーション課長 奈良県ビジターズビューローでは、旅行商品の造成や、

地域観光資源を生かした体験プログラムの造成、あるいは観光セミナーの開催など、多

岐にわたる事業を推進する中で、日常的に市町村や民間団体と意見交換しながら、主の

観光情報をはじめ、新しい提案や、時には困り事などについても意見を聴取していると

ころでございます。知れば知るほど奈良はおもしろいという枠組みの中で、県や市町村

あるいは民間団体と集まって議論したということはございませんが、このような個別の

意見交換を通じて、構成員の意見を集約し、事業に反映しているところでございます。 

○中川委員 少しわかりにくかったのですけれども、参加団体の一部は理事として入っ

ているので、理事会などで言う機会もあったのかと。言おうと思えば言える状態にあっ

たと思うのですけれども、理事に入っていない市町村もありますし、個別の意見交換を

どういった機会を設けてやっていたのか、詳しく教えていただけませんでしょうか。 

○葛本観光プロモーション課長 定期的に集まることは多分なかったと思うのですけれ

ども、ただその時々のタイミングで、いろいろと各市町村、あるいは民間事業者さんご

とに、売りたい商品、売りたい企画やタイミングがあると思いますので、その時々に応
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じて随時個別に対応をしていたと聞いています。 

 以上です。 

○中川委員 その時々に応じてということで、一堂に集まって、こういったキャンペー

ンはこういうことにも使ってほしいといったことを、オープンな形でみんなが意見を出

し合うような場はなかったと理解しております。これは各市町村や民間事業者もお金を

払っているのですけれども、お金を払っている割に、こういうことに使ってくれたら満

足するのにといったご意見も申し上げやすいような環境が必要だったと考えております。

昨年の夏ぐらいにも、近鉄の部長さんが専務理事のところにどなり込みに行ったという

ことも、このような機会があったらなかったのではないかと思っております。これは確

認をさせていただきました。 

 もう一点、こちらのキャンペーンは、県としては年間１，８００万円の負担金となっ

ているのですけれども、これはどういった根拠で１，８００万円という金額になってい

るのか、考え方がございましたらお聞かせください。 

○葛本観光プロモーション課長 県のほうでは、一般財団法人奈良県ビジターズビュー

ロー負担金交付要綱に基づき、予算の範囲内で支払いを行っているところでございます。

この事業につきましては、中川委員もご承知のとおり、観光地奈良県のブランド力の発

信と、観光客の誘客、県全市町村あるいは観光関連団体が一丸となって、効果的に取り

組むもので、事業内容につきましてはＪＲキャンペーン等の連携事業、薬師寺県観光キ

ャンペーン連携事業、旅行商品販売営業活動事業、地域素材調査事業等となっておりま

して、全体が約３，８００万円のうち、２分の１相当の１，８００万円を県で支払って

いるところでございます。 

○中川委員 どういった考え方のもとに１，８００万円という金額が導き出されていた

のかと思っていたのですけれども、従来やっていたキャンペーンの内容でいきますと、

大体３，６００万円の全体規模があって、半分は県が出しましょうと、そういった考え

方という理解でよろしいでしょうか。 

○葛本観光プロモーション課長 基本的には毎年度ビューローで事業を計画しておりま

すので、その金額に応じて県が負担しているところでございます。 

○中川委員 毎年ずっと１，８００万円で請求いただいて、払っていたと思うのですけ

れども、毎年ビューローで計算をして請求いただいているということでしたら、変動す

る可能性もあるという理解でよろしいでしょうか。 
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 あと全体のキャンペーンの費用が３，６００万円ぐらいだという計算が過去にあった

と思うのですけれども、それからビューローの一般会計とごちゃごちゃにした後は、実

際のところ、そのキャンペーンでやっている内容は、３，６００万円も使っていないわ

けで、そういった観点からすると、全体でかかってくる費用も少なくなってしまってい

ると考えているのですけれども、そのキャンペーンの事業規模はどのように分析をされ

ていますか。 

○葛本観光プロモーション課長 事業規模につきましては、ビューローで３，６００万

円規模の事業を展開しておりますので、それに合わせて県は２分の１を負担しています。 

○中川委員 答弁を聞きまして、３，６００万円に見合った事業内容をビューローで考

えてやってきたと理解しております。別にこれは続けてもらってもいいと思っているの

ですけれども、続けるんだったら、きちんと考え方を持ってチェックしてもらわないと

困ります。そういった観点の質問でありました。こちらはまた追いかけていこうと思っ

ております。 

 最後に、「いまなら。キャンペーン」ですけれども、こちらは観光振興対策特別委員

会でもたくさんの委員から質問がありました。今回、課題と次回に向けての分析につき

ましてはどのようにされているのか、ご答弁をお願いします。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 課題をどう認識し

ているのかというご質問だと思っております。 

 ６月議会でご承認をいただきまして、既に開始しております「いまなら。キャンペー

ン」につきましては、当初分につきましてはインターネットサイトからの申込みと、コ

ンビニでの割引クーポンの発券、この２種類の方法で実施していました。特にインター

ネットサイトからの申し込みにつきましては、大きなご指摘はいただいていなかったの

ですが、コンビニ発券につきましては、早い者勝ちになりまして、クーポンを入手でき

なかった、地元の観光事業者の利用が少なかったなどのご意見をいただいていたところ

でございます。このご意見を踏まえまして、不公平感の解消と、旅行意欲のある方へク

ーポンが届く仕組みづくり、地元観光事業者等の利用促進につながるような工夫が必要

だと認識しています。 

○中川委員 ありがとうございます。コンビニ発券という形でありましたので、県民な

のかどうかという確認をしなくてはいけないと、これが一つの観点でありました。もう

一つ、買いやすさという観点もあったと思います。ただ、県民かどうかという確認をガ
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チガチにしてしまうと買いにくくなったり、買いやすさを優先してしまうと、奈良県民

でなくても買えてしまうので、そのバランスが大事だったと考えています。第２期に向

けましては、そういったバランスを考え、奈良県の予算で、しかも奈良県民に対してと

言って始まったものでありますから、奈良県民かどうかというチェックは最低限きちん

とやってほしいと思っています。どういった形でそれが担保されるのか、今の時点でお

考えがございましたらお聞かせください。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 県民であることの

確認ということでございますが、現在、９月議会に上程させていただいている予算をご

承認いただければ、考え方としまして、コンビニの発券は一旦やめようと思っておりま

す。一方で、公平な参加を可能とするために、抽せんによる割引クーポンの発券を考え

ています。 

 県民であることの確認でございますが、宿泊施設、利用施設におきまして、利用者全

員の運転免許証、保険証、マイナンバーカード、本人宛ての郵便物等々で確認をしてい

ます。こちらにつきましては引き続き継続してまいりたいと考えております。 

 あわせて、高齢者の方でも誰もが使いやすくなるのではないかということで、地元観

光事業者の利用促進を図る観点から、旅行内容の説明を受けて予約できる、地元の旅行

会社へ直接申込みできることも含めて、検討しているところでございます。 

○中川委員 ありがとうございます。そうしましたら、抽せんであったり、地元の旅行

会社を通じてという申し込みの仕方であれば、県民かどうかのチェックというのは一定

程度働くといった考えでよろしいでしょうか。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 おっしゃるとおり

です。はがきでご送付いただくときには、当然その申込み者のご住所を記載することに

なりますし、ウェブでお申し込みいただく際にも、住所地を入力していただくことを現

在検討しています。その時点で県民なのかそうではないのかは、一定程度把握できると

考えています。 

○中川委員 ほかの委員からも質問があると思いますので、別の観点から質問をしたい

と思っています。こちらは、運営事業者を決めた後、インターネットサイトをつくって

もらったり、コールセンターの設置もしていただいていると承知しています。コールセ

ンターはずっと電話に出っ放しでつながらない、県の観光局に直接電話される方もたく

さんいらっしゃったと伺っております。私の家族も、わからないので、このキャンペー



 - 24 - 

ンの事務局に電話しようと思ってかけたけれど、ずっと話し中で、つながらないと。そ

ういったコールセンターの運営につきましても、最初の段階でどういった内容の契約を

結んでいて、今後どう対応していこうと思っているのか、今時点で考えがございました

らお聞かせください。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 コールセンターの

関係につきましては、つながらないということで、ご利用いただいている方にご迷惑を

おかけしたことは深く反省すべき点だと考えています。申し訳ございません。当初のコ

ールセンターの契約内容は、今、手元に資料がございませんが、そういうご意見を頂戴

しましたので、今後上程させていただいている予算をご承認いただければ、コールセン

ターの人員増等々を含め、充実を図っていきたいと考えております。 

○中川委員 わかりました。これは最初に契約の内容はどうなっていたのかと思ってい

たのです。運営事業者も、人を増やしたらお金がかかることでございますから、県から

人を増やすように言っても、最初にそういう契約をしていなかったらなかなか対応して

くれないといったことが予想されるのです。今回予算が通りましたら、コールセンター

の充実も含めての予算であるということはよくわかりました。 

 あと１点、これは質問ではないのですけれども、こういった観点も大事にしてほしい

ということを申し上げたいと思っております。 

 価格帯ごとのクーポンの数です。コンビニ発券はなくなってしまったのですけれども、

オンライン上の申し込みを通じてのクーポン発券は、その後も若干残っていました。最

後まで残っていたのが、プランの価格帯で言いますと、一番高い価格帯のものがまだ結

構残っていると、私の妻も話をしていたのです。なぜ残っているのかと考えますと、や

っぱり高価格帯の泊まる宿が、奈良県内になかなか数がそろっていないということも理

由としてあるのではないかと考えておりました。もちろん県が発行した数との需給バラ

ンスもあると思うのですけれども、そういった価格帯ごとの発行する数という観点から

も、工夫してほしいと考えております。 

○川口（延）委員 引き続いて「いまなら。キャンペーン」について質問させていただ

きたいと思います。 

 まず第１期の分で５億円の予算を組んでいただいて、県内でも３３６カ所の宿泊施設

が登録されて、県内の魅力を、県内の人が再び感じる、非常にすばらしい企画であり、

私も予算を組んでいただいたことに感謝を申し上げたいと思うのです。まず先ほど来か
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らコンビニのクーポンの話がございましたけれども、こういったクーポンの予約につい

て、もともと手順があったと思うのですけれども、この手順についてご説明をいただき

たいと思います。例えば宿を予約していないといけないということがあったと思うので

すが、その辺を教えていただきたいと思います。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 コンビニ発券の手

順ですけれども、基本的には宿泊施設への予約であったり、ツアーの予約前であったと

しても、大手コンビニの発券機において、ボタンを押すことによって、価格別のクーポ

ンが入手できる仕組みになっておりました。 

○川口委員 ありがとうございます。１分おきに７万２，０００円の領収書を発行され

ている。これは多分１人でとられている領収書で、ローソンのクーポンの入った袋で、

恐らくこれを１人で数十枚、もしかしたら１００枚ぐらいとられているだろうと思いま

す。もともと１人１０枚までという規約があり、転売もできないということだと思いま

す。恐らく１人でこれだけ泊まりに行くことはできないので、同じ価格帯で移動しても

転売だという説明をいただいたと思うのです。 

 私もいろいろな意見をいただいて、翌日に担当課に連絡しますと、これは先行販売で、

後々インターネットでも予約できますというご報告を受けて、そのまま伝えました。イ

ンターネット予約になると、日帰りは対象外で予約ができないということで、このクー

ポンでしかできなかったと思います。第２期についても、クーポンでしか日帰り観光を

認めていないのか、今後の方針について教えていただきたいと思います。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 十分利用者に対し

て周知、広報が至っていなかったのではないかというご指摘と考えております。また、

冒頭写真を見せていただきましたけれども、コンビニ発券によるクーポンの配布につき

ましては、不適切な買い占めができてしまうのではないかというご指摘をいただいたと

ころでございます。ただ一方で、例えば、団体旅行の方々が、一堂に１０人を超える利

用の方が購入できるという考え方もあるとは考えております。 

 現在、インターネットのオークションサイトにおきましては、転売の事実は確認はさ

れておりませんが、このようなご指摘を踏まえ、先ほど中川委員のご質問にも答えさせ

ていただきましたけれども、コンビニ発券、このクーポンはもうやめてしまうと。公平

にクーポンが配布できるような抽せん方法によって、割引クーポンを配布することを検

討しております。また、不適切な買い占めができないよう、クーポンの抽せんの応募で
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ございますが、お１人様１回限りで、なおかつその１回にお申し込みできる枚数の上限

も設けたいと、現在検討しているところでございます。 

○川口委員 ありがとうございます。 

 もう一点、コンビニ販売の次にインターネット予約で、オンライン申し込みについて

は批判的な指摘なしと記載いただいておりますが、「いまなら。キャンペーン」のサイ

トで、楽天トラベルであったり、ｄトラベルであったり、６社ぐらい旅行代理店の記載

をいただいております。その中で楽天とじゃらんだけが、１０月３１日まで、そのほか

は１月３０日や３１日という締め切り期日が設けられていると思うのです。この「いま

なら。キャンペーン」自体の期日はもともと１月３１日になっていたと思うのですけれ

ども、この２社だけ１０月３１日になっている理由は教えていただけませんでしょうか。 

○谷垣観光局次長（観光政策担当） その２つのサイトでの販売につきましては、第２

期の販売を前回の６月補正予算で予定しておりまして、１１月２日以降で販売しようと

考えていました。宿泊できる時期を２つに分けて、前の期限を決めておいたほうが、前

のほうから予約が入っていく部分があると思いました。全体的に予約を分散させるため

に、大きなサイトについては、時期を分けさせていただいておりました。ただ、サイト

ごとで設定が違うのがわかりにくいというご指摘もありましたので、そのあたりの詳し

い案内をホームページで早期に掲載したり、より詳細なＱ＆Ａも、第２期では予算をお

認めいただければしていきたいと考えております。 

○川口委員 ありがとうございます。今後の進め方ですので、まだこれからの検討だと

思うのですが、１月３１日から２月２８日まで期日を延ばしていただいたのは、非常に

利用者にとってはありがたい話ですし、今後もこういったことでお願いしたいと思いま

す。 

 最後に１点だけ、第１期分のクーポンの期日も延びるということはないですか。第２

期にクーポンを発行した分だけが２月２８日になるという解釈でよろしいでしょうか。 

○谷垣観光局次長（観光政策担当） 詳細は今後になりますので、どういう扱いにする

かにつきまして決めましたら、しっかりと広報をさせていただきたいと思います。 

○小泉委員長 「いまなら。キャンペーン」のクーポン券の話が出ていますので、それ

に関係した質問者があれば手を挙げてください。 

○樋口委員 「いまなら。キャンペーン」についてですけれども、観光振興対策特別委

員会のときにも何点か問題指摘をさせていただいて、今ご答弁いただいている答えの中
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に、改善策が見て取れたのですけれども、ただ１点、地元のエージェントにできるだけ

通るようにしてもらいたいと申し上げておりました。 

 というのは、取り扱い量が極めて少なかった第一期に、一般的にはオンラインで予約

をされる方が、宿泊の商品を直接買いに行くという形が一番多いパターンだと思うので

す。それだとどうしてもその間に入っているオンラインのエージェントと宿泊施設だけ

に配分されていく形になる。当然、宿泊すれば、波及効果として周辺での物販などにも

落ちていくだろうと思うのです。ただ地元のエージェントが入ることによって、交通事

業者など、中間でいろいろ介在してくるところにも分配されていったりということで、

できるだけそういうパッケージの商品が販売されることによって、できるだけ広く薄く

波及効果が及んでいくことが当初にもくろまれていたと思うのですが、それが実現しが

たかった状況があると聞いています。 

 そこのところを改善する方法として、今、エージェントを通してクーポンを買ってい

ただくことで改善されることではあるのですが、ただ利用者、消費者の観点からいくと、

そういうイメージを持って旅行社に行っていただける方は実はまだ少ないだろうと。だ

から、ある意味政策的に誘導していくという話も必要ではないのかと思うのです。だか

ら、配分枠を何となくやっていると、多分オンラインに集中したり、あるいは抽せんに

集中したり、結局地元のエージェントに行き着くときには、それぞれが売り切れて、仕

方がないからそこへ行くということになってしまわないか心配するところであります。 

 そこは上手にＰＲしていただきたいということとともに、第１期のときにはそういう

発注を受けたときに、ほとんどがもう手持ちがありませんという答えしかできなくて、

ある意味クレーム対応係になってしまったと聞いています。そうならないように、受け

たらきちんと物があるという状況をつくろうとすると、地元エージェントに対しての配

分はやっていただく必要がある。どの程度やるのかは、また考えていただく必要はある

と思うのですけれども、この事業の波及効果の一番大きいところはどこだというところ

で、バランスを考えていただきたい。ＯＴＡに関しては、もう既に３億円ほどの配分が

第１期であって、第２期で同じようにいくのか、少しそこを減らして、エージェントに

膨らましてという形にするのか、その辺もバランスを考えながらやっていただきたいと

いうのが１つです。 

 それともう一つは、ＯＴＡは結局県外の事業者なので、地主としてお渡しするような

形ではあるのですけれども、できるだけ県内の歩留まりが大きくなるように、事業の組
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み立てはお願いしたいと思います。先ほど日帰りの話がありましたけれども、ＯＴＡで

は日帰りは扱えませんと。これも結局そこに頼るから、そこで扱う商品だけが消費者に

届くという形になるので、日帰りの部分が消されてしまう。だからそこも波及効果が地

元になかなかいかないようになっていることも考えていただいて、できるだけ広く配れ

るようにお願いをしたいというのと、先ほど言いましたけれども、地元エージェントを

通してきっちり旅行のパッケージを買ってもらうのがベストの選択だということをアピ

ールしていただきたい。今さらのところはあるので、やり方はかなり工夫がいると思い

ますけれども、そこをぜひお願いしたい。お願いばかりですけれども、よろしくお願い

します。 

○太田委員 ほかの議員さんもご意見を受けていると思うのですけれども、「いまなら。

キャンペーン」事務局や、奈良県の観光局に電話したときに、何度も予約してからクー

ポン発行ですねということで念を押して、予約して、コンビニに買いに行ったら売り切

れていたという状況がたくさんあったと思うのです。この事前の説明は、相当数ホーム

ページではされていたと思うのですけれども、徹底されていたのでしょうか。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 正直に申し上げま

して、今のような事実は私どもは把握していないのですけれども、そういうことがあれ

ば、関係者の周知が徹底できていなかったと、ここは大いに反省すべき点だと思います。

繰り返しにはなるのですけれども、この９月議会で補正予算をご承認いただければ、コ

ールセンターの充実、ホームページをわかりやすく丁寧に出していく、あわせていわゆ

るＱ＆Ａにつきましても充実していきまして、ご利用者さんが見られてわかるようにし

っかりと対応していきたいと考えております。ご指摘ありがとうございます。 

○太田委員 こうやって真面目に念は押して、手順を確認した方々が結局買えなかった

ということで、そういう方が相当数いらっしゃるのではないかと思います。たくさんそ

ういうお話を聞いておりまして、中には本当に特別なランチを予定していたのに、結局

プランを予約したけれどもクーポンを買えなかったという方がいらっしゃいます。今回

当日の午前中にはほぼ券がなくなったということで、いろいろ憶測も飛び交っていて、

先ほどもお話がありましたように、転売目的ではないかとか、そういう点ではインター

ネットでその後の追跡もされているそうですけれども、これも例えばの話ですけれども、

ある方の書き込みでは、旅館やホテルの関係者が大量購入したら、空宿泊や空ランチを

すれば何もしないでもお金が手に入る。これも技術的には可能になってしまうという、
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性悪説になってしまえば考えてしまうのですけれども、この点はいかがでしょうか。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 先ほどご答弁させ

ていただきましたけれども、従前のコンビニ発券によりましたら、不適切な買い占めが

できる状態ではないかというご意見・ご指摘はいただいたところです。ただ一方で、オ

ークションサイトでの転売は、ずっと監視をしているのですけれども、確認はできてお

りません。今後抽せん販売にすることによって、先ほど申し上げましたとおり、１人１

回で、申し込める１回につき上限枚数を設定することによって、今ご指摘をいただいて

いる部分につきましては、ある程度公平な配布が可能になると考えています。 

○太田委員 今後については、こういうことのないように再発防止は徹底していただき

たいのですが、今回コンビニ発券の部分に関しては、いろいろな方がいろいろな憶測を

持っていらっしゃって、おっしゃっているように団体で正常に買われて、それがなくな

っているのかどうかもよくわからない部分がございます。今、インターネットで転売さ

れているかどうかチェックされているということですけれども、税金でやっている事業

でございますし、業者に委託して、広報費と委託費で１億円という金額を払っています

ので、どういう形でこのコンビニ発券の分が使われたのか、ご報告いただきたいと思っ

ております。 

 あと、要望ですけれども、いろいろな新聞を見ておりますと、本当に今回の「いまな

ら。キャンペーン」は、ふだんは行けないような高級なところにお客さんが集中してい

て、一般的な価格帯のところ、例えばビジネスホテルなどでは閑古鳥が鳴いていると。

これは当然、企業努力というのがついて回りますし、努力をしていないところにそうい

う支援というのはどうかと思うのですけれども、多くの頑張っている県内の宿泊事業者

が恩恵を受けられるような形で工夫をしていただきたいと思います。 

○植村委員 私からも１件だけお聞きしたいと思うのですけれども、この「いまなら。

キャンペーン」に関しては、私自身も非常に評価させていただいています。また今回の

補正予算で出された分は、期間を国のＧｏ Ｔｏキャンペーンよりもさらに１カ月長くし

ていただけるということで、非常にこれは奈良としてもよい取り組みだと思います。特

にニッパチと言われて、奈良の場合、２月は非常に暇になる時期でございます。そうい

ったことから非常にうれしいと思っておられると思います。ただ、これが３月になりま

すと、Ｇｏ Ｔｏキャンペーンも終わり、「いまなら。キャンペーン」も終わりというこ

とになってくるわけですけれども、本当にコロナ禍で見通しができない中で、２月２８
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日が終わったら、新型コロナウイルス感染症は終息しないけれども、観光の衰退が出て

くるのではないかという、一つの危機感も聞かれているのですけれども、それ以後、ど

のような見通しをしておられるのか、お考えをお聞かせいただけたらと思います。 

○桐田ならの観光力向上課長兼インバウンド戦略・宿泊力向上室長 少なくとも現在は、

６月補正予算の事業をしっかりと実施していく。９月議会でご承認いただければ、まず

はご承認いただいた事業をしっかりと実施していく。この事業に限らず、来年度以降に

つきましても、現在取り組んでいる事業を含め、どのように県内観光が活性化していく

のか、全体として検討していきたいと考えております。 

○植村委員 ありがとうございます。ぜひ積極的に取り組んでいただけるように要望し

ておきます。 

○森山委員 私からは２点質問させていただきたいと思います。 

 １点は、県内の雇用状況を含む経済状況についてです。おととい、たまたま十津川村

で会合があって、それに向かっていったのですけれども、非常に県外の車が多く、五條

では混雑するような状況でした。途中の飲食店にも寄りましたけれども、たくさんの人

が来ていて、そういうのを見ると、奈良県の経済も少しずつ明かりが見え始めているよ

うな感じもしました。その一方で、今日の新聞を見ると、吉野の旅館が廃業したという

こともありますし、まだそういう状態も続いていると感じました。今の県内の雇用状況

と、会社の廃業の状況など、把握されていることをお聞かせいただきたいと思います。 

○山中雇用政策課長兼外国人・人材活用推進室長 本県の雇用状況につきましては、就

業地別有効求人倍率が奈良労働局から発表されており、リーマンショック後の平成２０

年以降、上昇傾向でございましたが、今期は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響か

ら、減少に転じております。奈良労働局が発表した直近の令和２年７月の数値によりま

すと、就業地別有効求人倍率は１．２６倍ということで、前月を０．０５ポイント下回

る状況になりました。近畿２府４県の平均倍率は１．０２倍。本県は前月に引き続き、

近畿では一番高い状況でございます。また全国平均も１．０８倍で、全国順位でいきま

すと奈良県の比率は１３位という現状でございます。 

 また、県内での雇いどめや解雇の状況につきましては、厚生労働省の発表がございま

す。都道府県の労働局の聞き取り、ハローワークに寄せられた相談・報告をもとに集計

した数字ですが、９月１１日現在で、本県では雇用調整の可能性がある事業所数は１４

３事業所、雇用や雇いどめ等の見込み労働者数は４５５人でございました。参考までに
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申し上げますと、全国では雇用調整の可能性がある事業所数は９万３９２９事業所、雇

用や雇いどめ等の見込み労働者数は５万４８１７人でございます。 

 奈良労働局から県内の雇用情勢の発表がございまして、求人が求職を上回っているも

のの、新規求人が引き続き減少しており、厳しさが見られる、新型コロナウイルス感染

症が雇用に与える影響に、より一層注意する必要があるとしております。県としまして

も、今後ともこのような数値をしっかりと注視してまいりたいと考えております。 

○福留産業政策課長 倒産の状況ですけれども、帝国データバンクの調査によりますと、

８月の情報ですけれども、新型コロナウイルス感染症関連で倒産したのは県内２件目と

いうことで報告が上がっております。 

○森山委員 ありがとうございました。この夏に第２波といわれている波が来ましたけ

れども、この間でも雇用状況は一層厳しくなっているのか、何とか横ばいなのか、この

３カ月間の推移がわかればお聞かせいただきたい。 

○山中雇用政策課長兼外国人・人材活用推進室長 ３カ月間の推移は、すぐに計算でき

ないですけれども、前月と比較しますと、まず求職者数は、季節調整値ベースで１万７

７９５人、前月に比べて７５８人の増加でございます。また有効求人数ですけれども、

季節調整値ベースで１万９８３７人、前月に比べて９２人の増加でございます。求人数

が今回微増でございますが、求人者数がそれをさらに上回ることになって、悪化の傾向

を示しております。 

○森山委員 ありがとうございました。いずれにしても、この第２波の影響はまだ厳し

い状況が続いているということで、これからまた第３波があるかわかりませんけれども、

雇用をしっかり守るように、事業者の支援を引き続きお願いしたいと思います。常に見

守っていきたいと思います。 

 次にもう１点、観光と産業にかかわることで、この間の本会議での質問で、出雲と大

和展を取り上げさせていただきました。そのときに知事の答弁で、今回古代歴史文化で

つながった島根県との貴重な縁を生かして、文化・観光などさまざまな分野での連携を

進めて、交流を深めていきたいと考えているという答弁でした。 

 また、来年の春に島根県で「しきしまの大和へ」という催しがあると、文化事業を行

うことも答弁で挙がっておりました。調べてみると、「しきしまの大和へ」というイベ

ントは、県内の銘品を県外へ持ち出して、４カ所で展示を行うというもので、最終会が

島根県で行われるということでした。文化事業でありますけれども、関連していろいろ、
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開会式などで、入り口で奈良県の物産展を開く、観光面や産業面のＰＲなどができると

思うのです。 

 例えば、出雲はもともと桜井とご縁の深いところで、三輪そうめんなどの販売ならで

きると思うのです。それ以外でも柿の葉寿司や、いろいろな奈良県の名産を販売したり、

ＰＲしたり、食べ物に限らず、島根県は玉造温泉などもありますから、奈良県にもすば

らしい温泉がありますということで、十津川温泉の足湯を運んでいったり、文化事業で

はありますけれども、それに付帯して、奈良県のいろいろなＰＲができる機会になると

思っております。 

 これは提案ですけれども、来年の春に「しきしまの大和へ」という催しがあるという

ことですけれども、４回あるうちの多分３回は文化事業ということだけで終わっていた

と思うのですけれども、出雲での開催場所は、出雲大社の横にある博物館で、ロケーシ

ョンも抜群にいいところです。ぜひそのときに奈良県の今回のご縁を生かしてＰＲでき

るように進めていただきたいと思いますけれども、その辺のお考えが固まっているとこ

ろがありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

○葛本観光プロモーション課長 森山委員から、６月にも旅行商品関係の話をしていた

だいていまして、現在カルチャー系の旅行会社と造成を進めているところで、間もなく

できると思っています。あわせまして、奈良出発の島根ツアーも検討していただいてい

ますけれども、そういうものを含め、今おっしゃった「しきしまの大和へ」というイベ

ントがありますので、どういう形で参加できるのか、部局をまたぎながら、積極的に検

討してまいりたいと思います。 

○森山委員 ありがとうございました。具体的にはまだ決まっていないと思いますけれ

ども、よい機会だと思いますんで、ぜひ前向きにまた検討していただけたらと思います

ので、よろしくお願いします。 

○植村委員 まず、コロナ禍における県内地場産業の活躍についてお聞きしたいと思い

ます。先般、本会議の一般質問でも質問をさせていただいたのですが、海外に頼らず、

危機管理の見地からも、奈良県の地場産業で対応できる、安全・安心なメード・イン・

奈良の製品を振興していくことが大変重要であると考えているわけですけれども、その

中でも、医療用ガウン、消毒液、フェイスシールドについては、県内事業者のご協力、

またご努力により、緊急に既存設備を活用して生産していただいたと聞き及んでいます。

これからも奈良県生産業界の底力を示していただきたいと思うわけです。そこでお聞き
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したいのですが、県内事業者のこのような取組がどのぐらいあるのか、掌握されている

限りで結構ですので、お示しいただきたいと思います。 

○大西産業振興総合センター所長 コロナ禍におけます県内事業者の取組でございます。

一つは縫製会社などが今回いろいろなガウンを製作された例、プラスチックメーカーが

ペットボトルと同じ素材を使用して、軽量で曇りにくいフェイスシールドを製造された

例がございます。また本会議でもご答弁させていただきましたように、複数の酒造メー

カーが消毒用高濃度アルコールを製造され、提供された例や、靴下メーカー、木材メー

カーなどが、技術を生かしてマスクを製造されたような例も聞き及んでおります。その

ほかに、グローブメーカーですけれども、電車やバスのつり革を接触せずに利用できる

グッズを販売された例、生活雑貨を企画販売する会社が、タッチパネルを指で直接触れ

ずに操作できるグッズを販売された例などがあります。 

○植村委員 ありがとうございます。こうやって聞かせていただくと、頑張っていただ

いているのを改めて感じることができました。非常事態のとき、必要な物資を確保し、

備蓄しておくことが大変必要であると思います。そのためには、県としてもこのような

取組の状況を常に掌握していただいて、ふだんからそういった事業者との結びつきを深

めておかないと、いざというときに県から協力を求めたとしても、なかなかスムーズに

うまくいかないのではないかと考えます。ふだんから声かけをしておけば、事業者側も

粋に感じてくれると思うのです。自分たちは奈良県民を守るために事業をやっていると

いった思いが湧いてくると思います。その点、現状ではどのように取り組んでおられる

のかお聞かせいただけますか。 

○大西産業振興総合センター所長 日ごろ、当センターで実施しております事業や施策

を通じまして県内事業者の取組内容を日ごろから把握に努めているところでございます。

例えば事業者に対しましては、県内や首都圏での販路開拓の支援事業、マーケティング

視点からの製品開発への指導・助言、あるいは試験依頼や共同研究等々、技術指導・技

術相談などを通じ、県内事業者の技術開発や製品開発を支援しています。このような事

業や支援により、関係事業者の取組状況を常に把握させていただきながら、事業者と顔

の見える関係性の構築を日ごろから図っているところです。さらに業界団体、関係機関

とも連携して、必要な情報を収集できるよう取り組んでまいりたいと思います。 

○植村委員 今お聞きしましたことを、さらに実行に移していただきたいと要望してお

きます。消毒用アルコールに関しましても、かなり事業者の方々が協力されたと伺って
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おります。そういった関係があるからこそ、いざというときに一気に動いてくれる。コ

ロナ禍も災害です。災害として取り組むときには、普通の地震や豪雨災害でしたら、さ

まざまな建設関係、また燃料関係、そういったところといろいろな災害協定を結んでお

られます。全般的に見たときには、そういった部分をしっかり掌握して、各課がしっか

りと関係づくりをしていただくことによって、いざといったときに安心・安全の奈良県

民を守る政策につながっていくと思います。その点しっかりとお願いしておきたいと思

います。 

 それから、今般の非常時において頑張っていただいた県内の事業者の取組は、一部テ

レビ等マスコミで報道されておりますが、広く県民に伝わっているのかと考えたときに、

そこまでは広がっていないと思います。安全で安心なこのメード・イン奈良の製品を振

興するという観点で、今後県としてもこのような取組は、県民の皆様方に向けていろい

ろな媒体で発信する必要があると思うのですけれども、その点どのように考えているの

かをお聞かせください。 

○大西産業振興総合センター所長 県民の皆様にも情報発信するというのも非常に重要

かとは思います。特に今回コロナ対策で、県内中小企業者の方に私も実施してございま

す一つの再起支援事業、補助金事業をとり行っておりますけれども、他の事業者の参考

としていただけるような、新たな先行的な取り組みを創出するのも一つの目的に、この

補助金を活用いただいております。その成果を今後も発信することも予定をしてござい

まして、その取り組み内容につきましても、県のホームページやジャーナル等で広く情

報発信を積極的に行ってまいりたいというふうに考えております。 

○植村委員 ぜひその成果、取り組みを、やはりどんどん宣伝していただけるようにし

ておきたいなと思います。そういった取り組みは奈良県として取り組んでいるんだとい

うことを、県民の皆様方にしっかりと広報していただけるようにお願いしておきたいと

思います。 

 続きまして、コロナ禍の中でですけれども、県内周遊企画商品の造成業務事業につい

てお聞きしたいと思います。新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ観光需要を喚

起し、本県の地域経済を再活性化することを目的に、県内の周遊企画商品造成事業とい

うのを現在取り組みさせていただいているとお聞きしていますけれども、これによって、

県内の寺社仏閣、また宿泊、飲食施設、そういったところにも周遊していただけるよう

にと、このいまなら。キャンペーンとも連動してやっていけると期待しているところで
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すけれども、その中で公共交通機関なども含めて、企画推進を取り組まれていると聞い

ておりますけれども、そのことについて、お聞かせいただけるところについてお聞かせ

いただきたいなというふうに思います。 

○葛本観光プロモーション課長 県内周遊企画商品造成事業についてお話しさせていた

だきます。 

 委員お述べのとおり、アフターコロナですとか、あるいはウィズコロナの時代になり

まして、旅行ニーズというのが、３密回避ですとか、あるいは疫病平癒なんかというの

がキーワードになっている中で、奈良というのは歴史あるところでもございますので、

そういう観点から新しい社寺の魅力ですとか、文化施設だとか、そういうところを中心

として、県内の公共交通機関、タクシーですとかレンタカーですとかバスの利用者とも

連携しながら、周遊企画商品というのをつくっていこうというふうに試みているところ

でございます。現時点で、委託事業でございますので、受託会社も決まりまして、実際

どういうふうな商品をつくっていくかというようなところを検討しているところではご

ざいますけれども、商品をつくるのは旅行会社ではございますけれども、しっかりと県

の思いが反映をできるように、旅行会社のほうにも指示していきながら、１０月後半ぐ

らいから販売をできればと思っておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願

いします。 

 以上です。 

○植村委員 ありがとうございました。ぜひこのコロナ禍に疲弊する観光業界を活性化

する意味でも、全般的に考えながら、あらゆる手を尽くして頑張っていただきたいなと

いうふうにお願いしておきます。 

 最後に、奈良県ビジターズビューローについても、これは私の住んでいる地元のこと

でございますので、少し気になるところをお聞きしておきたいなと思うんですけれども、

この奈良県ビジターズビューローについて、ホームページ等の説明を見ていますと、奈

良県の歴史的・文化的・社会的・経済的な特性を生かし、観光振興並びにコンベンショ

ンの誘致及びサポートなどに関する事業を行うことにより、奈良県経済の活性化を図り、

そして県民の生活文化及び経済の向上・発展並びに国際親善に寄与することを目的とし、

平成２１年４月に設立されましたと。官民一体となって来県される皆様をサポートいた

しますと、このように説明が書いてありました。そこで、よく私もいろんな団体から聞

かれることがあるんですけれども、コンベンションの誘致条件についてはどのようにな
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っているのかといってよく聞かれるんですけれども、現在この奈良県ビジターズビュー

ローについては、コンベンションの誘致とか、そういった作業はどういうふうになって

いるのかをお聞かせいただきたいと思います。 

○山口ＭＩＣＥ推進室長 奈良県ビジターズビューローのコンベンションの誘致の状況

でございますけれども、ビジターズビューローにおきましては、今までの活動で培った

県内外のコンベンション事業者とのチャンネルを活用いたしまして、世界遺産に囲まれ

ましたガーデンパーティーの開催ですとか、鹿寄せや社寺の特別拝観等、お客様にとっ

て付加価値の高い、奈良でしか体験できないアトラクション、エクスカーションなどの

企画提案ですとか、魅力ある開催支援措置などによるコンベンション誘致を今まで行っ

てきたところでございます。令和元年度の実績でございますけれども、９月に開催され

ました第３９会国際レーダー気象学会合、１０月に開催されました第５回国際デジタル

歯科学会、あわせて１１月に開催されました第１４回世界生殖免疫学会をはじめといた

しまして、１６０件のコンベンション等の誘致支援を実施いたしたところでございます。 

 今年度の取り組みといたしましては、４月に奈良県コンベンションセンターが、開業

決起といたしまして、県ビジターズビューロー、奈良県コンベンションセンターのＰＦ

Ｉ事業者が連携いたしまして、また優先ターゲットを大規模やグレードの高いコンベン

ションに設定をいたしまして、誘致活動に取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○植村委員 ありがとうございます。もう少しお聞きしたいんですけれども、これは奈

良県、そしてビジターズビューローさんは、コンベンションを今現在も誘致されている、

職務として取り組んでおられるという認識でよろしいんでしょうか。 

○山口ＭＩＣＥ推進室長 コンベンション誘致につきましては、従来奈良県ビジターズ

ビューローが中心となって活動してきたところではございますけれども、今年度、観光

局においてＭＩＣＥ推進室を設置して、県として主体的に取り組むという形になってお

ります。ただ、ＭＩＣＥ誘致における役割分担でございますけれども、ビジターズビュ

ーローが協力してＭＩＣＥ誘致を推進するというものでございまして、具体的には２人

１組で、県の担当者と奈良県ビジターズビューロー１名で、大学、学会事務局への働き

等を進めているところでございます。 

○植村委員 もう少しお聞きしたいのですけれども、そうしたら奈良県ビジターズビュ

ーローも、コンベンションの誘致をしておられるということでよろしいですね。例えば
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コンベンションを誘致する部署などがあるのですか。また反対に担当者は何人ぐらいい

るのでしょうか。 

○山口ＭＩＣＥ推進室長 奈良県ビジターズビューローにおきましても、ＭＩＣＥ誘致

やコンベンション誘致の担当というのを置いており、県の担当者と共に誘致活動を行っ

ているところでございます。 

○植村委員 何名いるのですか。 

○山口ＭＩＣＥ推進室長 ３名か４名で誘致活動を行っていると認識しております。 

○小泉委員長 専門はいないのですね。 

○山口ＭＩＣＥ推進室長 従前、ＭＩＣＥの誘致の部署というのはございましたけれど

も、奈良県ビジターズビューローには、現況その担当部署はございません。 

○植村委員 いないのに、どうやってコンベンション誘致をするのですか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 昨年の途中に、ＭＩＣＥ部がなくなったのですけ

れども、違う部において担当を持っていただいており、そこの担当部長と担当課長、担

当職員で、今、ＭＩＣＥ誘致の活動、受入れをご担当いただいている状況でございます。 

○小泉委員長 専門はいないのですか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） ＭＩＣＥ部はなくなっておりますけれども、担当

部というのはあります。 

○植村委員 コンベンションは大きく言うと、ＭＩＣＥの一つという認識でよろしいで

すね。そのコンベンションを誘致する部署の役職は何人いるというのをはっきりわかり

やすく教えていただけますか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 今手元に何人という正確な数字を持っていないの

ですけれども、担当部長がおられて、担当の課長がおられて、担当の方で打ち合わせに

出ていただいているのが２～３名おられると思いますので、４～５名程度でご担当いた

だいていると思います。ただし、誘致というのと、来ていただいた方の受入れの両方あ

りますので、合わせてそれぐらいの人数でやっていただいていると認識しております。 

○植村委員 そうしたら聞きますけれども、コンベンションというのは両方必要やと思

うのですけれども、特に誘致してくるところを営業される部署の名前と責任者を教えて

もらえますか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 済みません。後で調べて回答させていただきます。 

○小泉委員長 そんなら後で。 
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○植村委員 私も驚いているのですけれども、例えば私の知っている団体で、５年後に

全国大会を例えば１万人規模でしたいとか、１，０００人規模でやりたいというときに

教えてくださいと言うても、今、答えられないということですね。本当に機能している

のかどうかわからないです。 

○小泉委員長 再開して１時間半以上過ぎていますので少し休憩したいと思います。３

時５０分に再開いたします。 

      １５：３７分 休憩 

      １５：５３分 再開 

○小泉委員長 ただいまから休憩前に引き続きまして会議を開催したいと思います。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 先ほどの植村議員からのご質問にお答えさせてい

ただきます。先ほど資料が手元にありませんで、大変失礼いたしました。 

 奈良県ビジターズビューローの組織につきましては、現在、地域づくり部とインバウ

ンド営業部の２部からなっております。コンベンションの誘致につきましては、地域づ

くり部が担当しております。担当いただいておりますのが、地域づくり部の部長と課長、

課長は違う部と兼務されております。それ以外に、地域づくり部に担当がお二人おられ

ます。インバウンド営業部にも奈良交通から出向されている方がおられて、この方は両

方の業務をやっていただいていると伺っております。延べ人数で５名になります。 

○植村委員 お知らせいただいてありがとうございます。コンベンションに関する責任

者は誰でしょうか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 地域づくり部の部長が責任者でございます。 

○植村委員 ありがとうございます。県民の方々は地域づくり部の部長に相談したらい

いと理解させていただきます。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 奈良県ビジターズビューローを通してご相談いた

だく場合は、地域づくり部の部長で結構なんですけれども、ＭＩＣＥ推進室ができまし

たので、県にご相談いただいてもいいと考えております。 

○植村委員 ＭＩＣＥというのは、コンベンションという大きいくくりがあって、その

中のＭＩＣＥを担当しているのがＭＩＣＥ部。それともＭＩＣＥが大きくて、コンベン

ションということですか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） そもそもを説明していなくて申し訳ないです。

Ｍ・Ｉ・Ｃ・ＥのＣがコンベンションですので、ＭＩＣＥのほうが大きくて、その一つ
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としてコンベンションというジャンルがあるとお考えいただければと思います。 

○植村委員 わかりました。そうしたら、コンベンションも責任者としてＭＩＣＥの担

当の村上観光局次長にお話ししたらいいわけですね。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） はい。結構でございます。 

○植村委員 わかりました。２つあるわけですね。コンベンションに関して相談しよう

と思ったら、ＭＩＣＥ推進室に相談に行ったらいいし、奈良県ビジターズビューローも

それをやっているから、奈良県ビジターズビューローにも相談したらいい。２つ行かな

あかんですか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 窓口は２つあるのですけれども、先ほどＭＩＣＥ

推進室長からも説明いたしましたように、一緒になって動いておりますので、どちらか

がキャッチした情報は一緒に対応させていただいているという現状でございます。 

○植村委員 そうしたら１つ聞きたいのですけれども、奈良県コンベンションセンター

ができて、私も見に行かせていただきましたけれども、あそこにもコンベンションを担

当する部署があったと聞いているのですけれども、それを教えてもらえますか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 奈良県コンベンションセンターはもともとＰＦＩ

事業で、建築から維持管理まで一体的な発注をかけておりまして、建築が終わりました

段階で、維持管理、運営に移っておりまして、奈良県コンベンションセンターの会議室

の管理、貸し出し業務を請け負っている会社が誘致活動もやるという契約になっており

ますので、その会社もいろいろなチャンネルを使って誘致活動をやっているのが現状で

ございます。 

○植村委員 ということは、奈良県としては、コンベンションの誘致事業は、ＭＩＣＥ

推進室、奈良県ビジターズビューロー、奈良県コンベンションセンター、その三つがあ

るということですね。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 県のかかわる部分はそうですけれども、例えば１

００年会館、日航奈良、マリオットなどのホテル、それぞれに誘致する担当や部署を置

いておられ、それぞれに営業活動をなさっているのが現状でございます。３カ所だけが

やっているのかというと、そうではないと思います。 

○植村委員 申し上げたいのが、どこに相談したらよいのか、指揮系統が組織としては

っきりしていないのではないかと思うのです。奈良県コンベンションセンターで、コン

ベンションを誘致するというけれども、それは何という部署ですか。それは会社ですか。 
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○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） コンベンションリンケージという会社が維持管理

や誘致の仕事をやっています。 

○植村委員 そうしたら、奈良県コンベンションセンターはせっかく大きい、２，００

０人も入れる会場ですし、３，０００人でも対応できると思うのです。そのときに、そ

の会社も当然必要になってくる。奈良県ビジターズビューローも協力する。その大もと

はＭＩＣＥ推進室がやるという形になっているのですね。 

 私は思いますけれども、それはすべてお金がかかっているわけです。奈良県ビジター

ズビューローが、そもそも先ほど申し上げましたように、そういう趣旨で設立されてい

るわけです。コンベンションもやっていくということでできている。私も今までそうい

う認識で思っていたのです。それがどうやら、今、三つぐらいになっていると。奈良市

の１００年会館でもそういうことをやっている。コンベンションの誘致まで１００年会

館はそんなに力を入れてやっているのではなくて、当然会場としてサポートはされると

思うのです。 

 ＭＩＣＥ担当をしておられる課長、室長の人事異動はどれぐらいでやっていかれるの

ですか。 

○小泉委員長 村上次長、わかりますか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 今年できただけの組織ですので、過去の例がない

のですけれども、通常の県の異動でいいますと、管理職は３年程度だと思います。それ

がＭＩＣＥ推進室に当てはまるのかどうかまだわからないというお答えになると思いま

す。 

○植村委員 そうですよね。そのような感覚でやっていかれると思います。それが普通

だと思うのです。だから私は思うのですけれども、コンベンションというのは、１０年

先の大きな大会をとっていこう、中規模でも５～６年のものをとっていこうと、私が今

お手伝いしているものもあります。奈良市でやってもらいたい、コンベンションにでき

たら使ってもらいたいと思っているのです。だけれども相談する人が、課長が異動にな

りました、室長が異動になりましたとなったら、一からまた信頼関係を対外的にとって

いかないといけない。県内の構築はできたとしても、相手がありますから、東京に団体

の本社がある、そういったところに行って、話をして、勝ち取っていかないといけない

わけです。コンベンションなんて、たくさんの会場や団体でも、うちの県へ来てくださ

い、うちの市へ来てくださいとやっておられる。そういうものです。私も経験してきた



 - 41 - 

からわかります。 

 だから私は、こういう性格のものは、本来はビジターズビューローでやっていただい

たらいいと思うのです。そこを強化することによって、最低でも５年間ぐらい頑張って

くれる人、またプロパーの職員さんがいてて、十年二十年とやっているベテランさんが

いると。そこで話がつかんでいけると思うのです。今の状態であれば、コンベンション

をとるのは難しくなってきます。 

○土屋観光局長 貴重なご指摘をいただいたと思っております。 

 幾つも窓口が分かれているというご印象をお受けになられたと拝察しましたけれども、

それぞれの団体で強みも違ったりしているものですから、いろいろなところで営業活動

をやること自体は悪いことではないと思っています。 

 あと、相談窓口としてどこに行ったらいいかということだと思います。率直に申し上

げまして、ＭＩＣＥ推進室が今年できておりますので、県に相談いただければ、その関

係者との情報共有はしっかりと、もちろん外に出せない分は外に出さない範囲で、どこ

がどういうアプローチをしたり、担当したほうがいいのかしっかり考えたいと思います。

そういう形でご理解いただければと思います。 

○植村委員 今、ＭＩＣＥ推進室でやっておられるということですが、これも私はだめ

だと言っているのではないのです。この分散しているものをもっときちんとまとめても

らう。コンベンションリンケージという会社であれば、その会社で全部しっかりとやっ

てくださいと。そのかわりこれだけ計画をとってきてくださいと言わないといけないと

思うのです。 

 資料請求をお願いしたいと思うのです。今から１０年ぐらい先をめどの、今の計画を、

どういう団体がどういうことを何年後にしようと言っている、これは多分営業としてや

っていると思うのです。そういった計画、いろいろな団体の情報を収集していると思う

のです。過去も当然コンベンションビューローがやっているところ、誘致しているとこ

ろはみんなそういう計画を持っている。医師会、教育委員会どこどこだった、商工業は、

工業会はどうだというのがあると思うのです。それを一度資料としてご提供いただきた

いと思うのですが、いかがでしょうか。 

○小泉委員長 資料提供を言われているのですけれども、どうでしょうか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） こういった方針でという資料につきましては、ま

とめさせていただきたいと思います。ただ申し訳ないですけれども、個別のお客様の情
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報になりますので、個別の何という学会というところまではご容赦願えればと思います。 

○植村委員 団体名ぐらい出してもらえるのであれば出してもらって、できるところは

してもらったほうがわかりやすいと思います。私の知っている団体でも聞いていますの

で、１０年後にあれしたい、８年後に何したいと思っている、私もいろいろおつき合い

をした中で誘致したいけれど、宿泊先、会場、いろいろ相談を受けます。そういったと

ころもアドバイスしていかなければいけないですし、今までもずっとそういったことは

議員としてやってきました。そういったことがわかるように、１０年先ということでお

願いしておきます。 

○小泉委員長 資料提供をよろしくお願いします。 

○植村委員 すぐ出ますか。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） できるだけ早く出したいと思いますけれども、少

しお時間をいただきたいと思います。 

○小泉委員長 そういうことです。 

○樋口委員 １点だけ。就職氷河期世代キャリアアップ支援についてお尋ねしたいとこ

ろがございます。まず、県内でこの事業の対象になる方が何人いらっしゃるか把握はで

きていますか。 

○山中雇用政策課長兼外国人・人材活用推進室長 県内での対象者のことでございます。

まず国の就職氷河期世代支援プログラムにおきましては、全国の３４歳から４９歳のう

ち、正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働く方など不安定な就労状況に

ある方、就業を希望しながら、さまざまな事情により長期にわたり無業の状態にある方、

ひきこもり状態にある方など、社会参加に向けた支援を必要とする方を対象にされてお

ります。奈良県の対象者は、厚生労働省の資料でございますけれども、推計値としまし

て、この世代の中心層であります３５歳から４４歳の人口約１６万７，６００人のうち、

不安定な就労状況にある方が約４，０００人、長期にわたり無業の状態にある方が２，

７１２人おられます。 

○樋口委員 合わせて６，７００人ほどいらっしゃるということですけれども、今回こ

の事業を立ち上げて、不安定な就労状態にある方、長期にわたって無職の方、社会的な

参加が難しい方というところで、全てをターゲットにされているということなのか、部

分的なのか、どのあたりをターゲットに、どれぐらいのボリュームの方にこの事業で取

り組みをしていこうと考えておられるのか、中期的な目標あるいは今年度どこまでとい
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うところで、少しお答えいただければと思います。 

○山中雇用政策課長兼外国人・人材活用推進室長 まず事業の展開についてですけれど

も、これら就職氷河期世代の方への支援といいますのは、国、県、また関係機関が一体

となり、さまざまな支援や気運の醸成が必要であると考えております。部分的な福祉と

就労をつないでいくこと、また就職や社会参加を実現するための取組を進めていかなけ

ればいけないと考えております。 

 目標の数値ですけれども、大きなところで、国では今後３年間で正規雇用者３０万人

を目指すという、先般６月２９日に西村経済再生担当大臣のご発言がございました。た

だ、新型コロナウイルス感染症の関係がございます。その上で経済団体などには積極的

な採用への協力を要請されております。 

 ターゲット層について、１つはやはり正規雇用を目指すという目標が国のほうで掲げ

られておりますので、まず不安定な就労状況にある方４，０００人、次に長期にわたり

無業の状態にある方を含めて、県としても積極的に展開していきたいと思います。ひき

こもり状態にある方など、社会参加に向けた支援を必要とする方については、福祉的な

要素が非常に強うございますので、このたび私どもはプラットホームを立ち上げて、そ

れぞれが連携しながらこの事業を進めていくということになっています。今後の目標値

につきましては、国でありますとか、このプラットホームの構成員と協議して、設定し

てまいりたいと考えております。 

○樋口委員 ３年間で３０万人となると、およそ７，０００人というのは全体をカバー

していくような数字なんだろうなと思うのです。今、これは推計値で４，０００人とか

２，７００人という数字が出ていたと思うんですけれども、これは個別に県内のどこに

どう分布しているか、把握はできていませんか 

○山中雇用政策課長兼外国人・人材活用推進室長 実際のところ、把握できていないの

が現状でございます。今後セミナーの開催、プラットホームの構成員のメンバーを通じ

まして情報の収集等を行っていきたいと考えてございます。特に福祉的な要素の強い方

については、個人情報の関係もございますので、アウトリーチという意味で言うと、そ

の点については慎重にならざるを得ないと思うのす。少なくとも多くの方々に就職の機

会、正規雇用の機会を与えられるように、私どもも努力していきたいと考えております。 

○樋口委員 プラットホームですけれども、構成のメンバーは、こういう団体というと

ころで結構ですけれども、お答えいただけますか。 
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○山中雇用政策課長兼外国人・人材活用推進室長 現在プラットホーム構成員としまし

ては、奈良労働局をはじめとして、奈良県が連携して進めております。それ以外の団体

で、経済団体、労働団体、あとは支援機関というところで、職業訓練関係の機関以外に、

例えば社会福祉協議会、地域若者サポートステーション、親の会の皆様、そういう方々

と連携しながら進めていく考えでございます。 

○樋口委員 先ほどの６，０００人とか７，０００人というボリュームをターゲットに

３年間動いていくということで、実態がつかめていない中で、投網をガサッとというわ

けにはいかない話で、個別の人に当たって、個別の事業さんにつないでいくという、か

なりきめ細やかな取組が必要になってくる。それで３年間で６，０００件とか７，００

０件という話をしていこうとすると、これは結構大変な作業だというのは想像できるの

です。そこまで数字が上がるのか疑問に思うところもあるのですが、とはいえ着実にや

っていかないといけない。 

 いい事例が出てくれば、いろいろ波及していきながらボリュームアップしていくこと

になると思うのですけれども、そのときに、今、プラットホームに、支援団体も含めて

いろいろな団体さんが入っておられるということは、その先に当事者になられる方々が

いらっしゃる。見えている方、見えていない方もいらっしゃると思うのですけれども、

見えている方ができるだけ情報をつかんでいく必要があるだろうなということと、一方

で受け入れる側の事業者も人手不足で困っているところがもっぱら対象になってくると

思うのですけれども、その事業者側がどういう人手を欲しがっているのか、その欲しが

っている人を紹介できるような状況にしていくということになると、技能研修的な部分

が要ったり、これまで非正規でスキルアップの機会に恵まれている方もいらっしゃると

思いますが、恵まれていない方もいらっしゃる。そういう方に対しては、スキルアップ

して、事業者に渡していく取組が必要になってくる。 

 そういうことを個別にやっていこうと思うと、まずは現状どういう方がいるか、対象

になる方がどこにいるか、そこにつなぐルートを確認していく作業と、事業者がどうい

う方を求めているか、そのニーズを把握するところが、プラットホームを使って上手に

情報収集をしていく、これが一番最初の作業になってくると思うのです。当然考えてお

られるとは思うんですけれども、まずそこをきちっとやっていただいて、一定のボリュ

ームが見えてくると思うのです。国が言っている数字とどれだけそごがあるのか確認し

ながら、潜在的にどれほどニーズがあるのだろうかというところも想像していただく必
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要があると思います。そこへのアウトリーチで、職業訓練的なところ、リカレント教育、

いろいろな言い方があると思うのですけれども、そこは国が紹介するところでちまちま

とやっていても、なかなかボリュームアップしていけないということになる。人を育て

るための仕組みを、この事業の中で考えていかないといけないと思うのです。要するに

県がやりなさいという話ではなくて、民間のいろいろな機関があったり、あるいは大学

があったり、どこでどういう人材育成ができるかという情報も必要になってくる。そう

いうものを組み合わせて、具体的にどう事業として落とし込んでいくかということを、

ぜひ今年度考え切って、一部実行しながらその実績を上げて、事業者さんや対象になる

方々にＰＲしていくということを順次進めていただきたいと思います。 

○太田委員 私も数点質問させていただきます。 

 まず、コロナ禍の中で、県内の農家も、学校休業による給食の食材の納品キャンセル、

観光農園、道の駅の閉鎖、百貨店などの販売不振ということで、大きな打撃を受けてい

るとお聞きしております。その上で、７月の長雨とか、８月の猛暑で、農作物の育成や

収穫にも大きな影響を与えているとお聞きをしております。鳥獣被害、担い手の高齢化

などによる農村の現状が一段と厳しさを増して遊休農地や耕作放棄地も広がっている、

その上、米価の大幅な下落で農業に携わっている方が県内の中では影響を受けていると

お聞きしております。そこで、今、農家が直営する農産物直売所が、消費者からの期待

がますます大きくなっていると思っているのですけれども、一方で経営状況が厳しくな

っているので、この直売所への支援という点で、現状と今後の取組をまずお聞きをした

いと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当）（豊かな食と農の振興課長事務取

扱） 農産物直売所についてのご質問です。 

 まず県内の状況でございますが、現在約４４０店舗ございまして、売上げベースで約

１２０億円という規模になっており、太田委員お述べのようになくてはならない存在に

なっていると思います。そのうち県産品の取扱いが５０％以上などの一定の要件を満た

す直売所というのが３７店舗ございまして、農産物直売所と県が協定を結んでおります。

地の味土の香というブランドでＰＲを行っているところでございますが、そちらのグル

ープとしましては、８１億円の売上げという状況になっております。 

 支援の状況ですが、まずこの地の味土の香のグループ等に対しまして、レベルアップ

を図るために、品質向上ですとか、栽培及び販売力の強化、また加工品の開発による６
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次産業化の支援、そういったいろいろな形の支援を、専門家の派遣、研修会の開催とい

う形で行っているところでございます。また、それ以外の直売所も多数ございますので、

小規模なところも含め、農林振興事務所のほうで、いろいろな直売所の抱える課題に対

応させていただいているところです。例えば消費者に人気の売れる農産物の紹介、具体

的な作付け栽培時期の提案、そういった具体的な商品づくりをテーマにして、セミナー

や講習会を開催しているという状況です。 

 今後の展開としては、県では奈良歴史芸術文化村や、奈良市のならまち道の駅などに

も、農産物直売所を設け、周辺市町村の農家の販売機会を増やすことに努めていきたい

と思っているところです。 

○太田委員 ありがとうございます。積極的に農産物直売所への支援を進めていただき

たいと思うのですが、今、いわゆる買い物難民といわれる方々、スーパーが撤退したり

して、なかなか買い物する場所がない。高齢化も相まって、お買い物する機会が非常に

厳しくなっているということです。そういったところに直売所ができたりもしているの

ですけれども、規模が小さいということで、例えばお豆腐屋さん、お肉屋さん、いろい

ろ声はかけるのですけれども、小規模なために持って行くだけではなかなか利益が上が

らないといったことで直売所そのものが維持できない。ひいてはそれが消費者の方々に

とっても非常に不利益でございます。大きな直売所は、それはそれで頑張っていただき

たいのですけれども、小さな直売所を支援する仕組みについて何かお考えがあればお聞

きしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当）（豊かな食と農の振興課長事務取

扱） 太田委員がおっしゃっていただいた視点は大切なことかと思いますが、どうして

も全体的な流れとしましては、直売所は大型化、統合、小規模なところは淘汰されてき

ている、そういう競争の時代の中でそういう傾向は確かにあると思います。小規模なと

ころに対して、経営的な支援という具体的なところは今のところなくて、申し上げるこ

とはできないのですけれども、ご提案をいただきましたので、また何かできることがな

いか考えていきたいと思います。 

○太田委員 県としましても、先ほどご答弁にもありましたように、農産物の直売所セ

ミナーを開催していただいたり、相談活動もされているということですので、いろいろ

悩みも持ちながら、何とか維持されているという状況もあると思います。ぜひそういう

個別具体の相談にも乗っていただきたいと思います。 
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 それと、学校給食の地産地消、畜産物の活用は、今、県下各地で広がっているとお聞

きしております。農業をされている団体の方々から、ぜひ今後の活用率を大きく引き上

げてほしいということで、私たちのところにも要望をいただいているのですけれども、

県産食材の活用状況はどうなっているのか、今後の取組について、学校給食の点でお伺

いしたいと思います。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当）（豊かな食と農の振興課長事務取

扱） 学校給食における県産食材の取り扱いについてお答えします。 

 まず、学校給食での県産食材活用状況につきましては、品目ベースで毎年調査をして

おり、令和元年度は２５．２％となっております。国の令和２年度の目標ですが、３

０％以上というのがありますので、少しは到達しておりませんが、近年伸びてきており、

目標をクリアできるようにしたいと思っております。 

 取組の状況ですが、県産農産物の利用促進をする取組として、平成２７年度から、県

と県教育委員会、学校給食会、ＪＡ奈良県からなります、学校給食における地場産物活

用プロジェクトチームを立ち上げております。その中で、いろいろな学校給食側と生産

者サイドのマッチング、新たなメニュー開発に取り組んでいるのですが、一つの成果と

しましては、ＪＡ奈良県と連携して、県産のキャベツ・大根・タマネギ、このようなも

のを振興作物と設定して、学校給食での活用を推進しようということで、各市町村の給

食センター等に３品目の利用についての希望を取って進めております。令和元年度は、

合計５３トンの扱いまで増えました。今後もさらに増やしていきたいと思っております。 

また学校給食関係者に対しましては、産地見学会をさせていただいたり、食と農の振興

課で学校給食者向けの情報ということで奈良の食だよりを作って配り、利用促進を図っ

ているところでございます。 

○太田委員 ありがとうございます。令和元年度で２５．２％の県産食材の利用率を、

令和２年度には３０％へと、この目標に向かって取り組まれているということで、具体

的にキャベツや大根やタマネギなどというお話もございました。 

 私の地元の小学生が学校給食を食べて、そのお父さんやお母さん方から、安心で安全

な食材を子どもたちに食べさせたいという願いは非常に強いものがございます。これは

ぜひ進めていただきたいのですが、献立表にどこの産地のものかを表示してほしいと、

この間要望として伝えているのです。これは教育委員会の所管と思うのですが、ぜひこ

ちら担当課からも、積極的に県産食材を使っていると、この食材は国産で県内のものと
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いうことを、ぜひ子どもたちやお母さんなどに伝える工夫をしていただきたい。その点

で担当課から考えられることがないのかどうか、もしあればお答えいただきたいと思い

ます。 

○原食と農の振興部次長（豊かな食と農の振興担当）（豊かな食と農の振興課長事務取

扱） 学校給食におきましては、教育委員会の担当課のほうと綿密に連携させていただ

いております。今この場で申し上げるような具体的なアイデアは思っておりませんけれ

ども、そういう視点で検討もしていきたいと思います。 

○太田委員 献立表にどこの産地のものを使っているか明確に表示していただけたら、

一番納得いただけると思いますので、ぜひご検討いただきたいと思います。 

 農業の部分でもう一点ですが、本当に奈良県の農業の担い手確保は少しも猶予できな

い、喫緊の課題となっていると思うのですが、現状と課題についてお聞かせいただきた

いと思います。 

○田中担い手・農地マネジメント課長 農業の担い手が減少する中で、県では就業準備、

新規就農、経営発展の各段階に応じて、国の制度も活用しながら担い手の確保・育成を

図っているところです。その中でも特に奈良県独自の取組としまして、農業新規参入者

支援研修があります。これは栽培技術、農業経営など、基礎的な研修を２カ月間ＮＡＦ

ＩＣで行い、その後１年間農家実践研修を実施するものです。 

 もう一つ、なら農業参入コスト等低減リース事業もございまして、これは新規就農者

にとって大きな負担となります初期投資を減らすため、機械や施設のリース導入に対し

て、２分の１以内で補助金を交付するものです。 

 こうしました結果、毎年５０人程度新規参入者を確保しており、引き続きこれらの取

組を進め、意欲ある担い手の確保・育成に取り組んでまいりたいと思っています。 

○太田委員 ありがとうございます。国で、農業次世代人材投資給付金というものがあ

り、制度が変わったとお聞きしておりますけれども、その点を教えていただけますでし

ょうか。 

○田中担い手・農業マネジメント課長 今、太田委員からご紹介がありました、農業次

世代人材投資事業ですけれども、平成２９年度と平成３１年度、２回にわたり制度改正

が行われています。内容としては、市町村が交付を停止する場合の具体的な判断基準が

示されています。 

 まず１つ、平成２９年度の改正ですけれども、「交付２年後の中間評価において、計



 - 49 - 

画どおりに収入が達成できていないなど経営の改善の見込みがないと判断された場合」

は、交付を停止するということが追加されました。もう一つ、平成３１年度の改正です

けれども、従来からの交付停止の対象でありました、「適正に経営を行っていない場

合」につきまして、意欲や経営栽培管理など、具体的な停止の基準が示されました。こ

れにより、令和元年度には７人が交付停止となっております。 

 なお、市町村の判断で、交付停止になった人に対しても、県としましては栽培技術の

向上など、経営安定に向けて丁寧かつきめ細やかに指導・支援を行っていくところでご

ざいます。 

○太田委員 ありがとうございます。多少この給付金制度が厳しくなったということで、

ある農業の団体の方々から、県下の市町村で少しこの担い手支援が消極的になっている

のではないかという指摘もありました。先ほどのご答弁では、市町村がそうであったと

しても、県としては支援しますと受けとめさせていただきましたので、ぜひその点は取

り組んでいただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症がこのように広がり、こ

れまで会社でお勤めだった方が農業をやろうという方々もこれから出てくるのではない

かと思っております。その際に、ぜひそういった方々の思いをしっかり受けとめるよう

な形を県としてつくっていただきたいと要望しておきます。 

 最後に、平群町の櫟原地域というところ、４８ヘクタールの敷地にメガソーラーパネ

ルの建設計画が上がっているということで、私も先日現地を見させていただきました。

平群町は資本金が１０万円の生駒平群発電株式会社と２０１９年９月２日に協定を結ん

でいるということですが、この発電会社が２０１３年にＦＩＴ制度を新規に取得してか

ら、事業所や社長が６回変わっている。今年の１月２０日にその発電会社から協栄ソー

ラーステーション合同会社というところに分割され、ここも資本金が１０万円ですけれ

ども、国税庁のホームページなどで住所を検索すると、マンションの一室に６９０社が

登録されており、電話も同じ回線が７社もあって、ある方から見ればこれはペーパーカ

ンパニーではないかという指摘もございます。県ではこうした会社に開発許可を与えた

ということ、住民の方々から疑問の声が上がっているということです。この点について

どのように考えているのかお聞かせいただきたいと思います。 

○内田森林整備課長 平群町櫟原地内におきましては、太陽光発電施設設置のための敷

地造成を目的とした林地開発につきまして、許可をしておりますので、その観点でお答

えさせていただきます。また個別の案件の内容につきましては差し控えさせていただき、



 - 50 - 

一般論としてのお答えですが、林地開発許可制度におきましては、国の運用基準により、

申請者に開発行為を行うために必要な資力信用があることが明らかであることを審査す

ることになっております。この運用基準に基づきまして、県では林地開発許可制度の手

引きを定め、申請者に提出させました資金計画表、預金残高証明書、融資証明書、法人

登記簿謄本、定款、納税証明書等により審査を行っております。これにより、申請者に

開発行為を行うために必要な資力信用を確認し、これ以外の法で定めております全ての

要件にも適合するということであれば、林地開発許可をしているところでございます。 

 また、事業者が事業承継によりまして変更された場合は、許可に当たっての審査と同

様に、その承継人に開発行為を行うための必要な資力信用があるか確認した上で、地位

承継届を受理することとしております。 

○太田委員 ありがとうございます。信用があるかどうかということを県としても審査

をされたということですけれども、実際、先ほど申し上げましたように、資本金が１０

万円で、当初から６回会社が変わっていて、１部屋に６９０社が登録されている。電話

も同じ回線が７社あるということで、こうした会社が信用があるということは、どのよ

うな県の基準で判断されたのか、その点をもう一度お聞かせいただけますでしょうか。 

○内田森林整備課長 先ほども申し上げましたが、県といたしましては、資金計画表、

預金残高証明書等々の書類を提出させまして、その内容を確認し、開発行為を行うため

に必要な資力等があるか確認して、許可するということにしております。 

○太田委員 万が一この会社がなくなってしまった場合はどのようになるのか、お聞か

せいただけますでしょうか。 

○内田森林整備課長 林地開発許可をしておりますので、許可そのものがなくなるとい

うことではなく、もし仮に許可をしている事業者が消滅したということになりますと、

一般的に権限は土地の所有者に承継されることになっております。 

○太田委員 ＦＩＴ制度が２０年という期限が終わるとどうなるのかという地元の不安

がございます。もう一つは、今回削る土地が１１０万トンということで、大体２２ヘク

タールになろうかと思いますけれども、実際にこのソーラーパネルを建設したけれども、

計画がずさんで、工事を行ったけれども大雨や台風で破損されて、工事された太陽光発

電が全国各地で散見されるのですけれども、災害への対応という点ではどうなのか、そ

の点についてお伺いしたいと思います。 

○内田森林整備課長 災害への対応についてお答えします。 



 - 51 - 

 これも一般論ではありますが、林地開発許可に当たりましては、森林法第１０条の２

第２項により、土砂の流出または崩壊その他の災害や水害を発生させるおそれがないこ

とを確認することになっております。これに基づき、先ほども申しました、県では林地

開発許可制度の手引きを定め、切土または盛土の勾配や、排水施設の構造などの造成計

画につきまして審査を行い、許可基準を満たしていることを確認した上で許可しており

ます。また、申請者がより安全な施工を行いますよう、許可に当たりましては、沈砂池

や調整池などの防災施設の設置を先行させ、切土または盛土の工事は下流に対する安全

を確認した上で行うことといった条件を付しております。林地開発の許可地におきまし

ては、今後も定期的なパトロールによりまして、計画どおりの適正な施工や許可条件の

遵守につきまして、適切に指導監督を行ってまいりたいと思っております。 

○太田委員 町が、議会でもやりとりをされているようですけれども、答弁の中で、資

本金の額だけで事業者としてふさわしいか、保証能力があるか判断するのは困難だと答

えているということでした。 

 もう一つ、災害時における対応や、被害が発生した場合の補償については、今後事業

者と協議する必要はあると認識しているというお話だったのですけれども、これは県で

把握したり、協議の中でつかんでいることがございましたら教えていただきたいと思い

ます。 

○内田森林整備課長 災害時の補償につきましては、特に私どもは伺っておりません。 

○太田委員 災害が起こった場合の非常に大きな関心事でございます。県は許可したと

いうことですけれども、町と事業所のやりとりは勝手にやってくださいということにな

るのでしょうか。 

○内田森林整備課長 あくまでも許可地におきまして適切な施工がなされましたら、そ

のような災害が発生するおそれがないと判断しておりますので、適切な施工が行われる

よう指導していくということで考えております。 

○太田委員 町は、災害時における対応や被害が発生した場合の補償については、今後

事業者と協議する必要があると認識しているということで、この点は県と町とは考え方

が違うと受けとめざるを得ないのですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○内田森林整備課長 町のお話も聞いておりませんのでわかりませんが、あくまでも施

工が適切に行われたら、土砂等による災害の発生のおそれはないと判断して許可してお

りますので、繰り返しになりますが、適切に施工されるように指導するということであ
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ります。 

○太田委員 住民の方々が本当にいろいろ不安や疑問を持っていらっしゃる中で、町と

してもこのような答弁をされております。その点はぜひ、地元の状況、実情もつかんで

いただきたいと思うのです。８月２０日に事業所による２回目の住民説明会が行われて、

事業者による説明には納得できないというお話なども聞いております。とにかく誠意が

なくて、答える知識がない、回答にならなかったとか、自分のところは絶対に潰れませ

ん、それを聞いただけでは信用できないとか、業者は最後に法律の数字だけをクリアし

たらいいと思っているのかという声がございます。 

 太陽光発電にかかわる事業計画の策定ガイドラインの中に、地域との関係構築という

ことで、事業計画作成の初期段階から住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、

地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること、地域住民とのコミュニケーシ

ョンを図るに当たり、配慮すべき地域住民の範囲や、説明会の開催や、個別訪問など、

具体的なコミュニケーションの方法について、自治体と相談するように努めること。こ

のように書かれているのですけれども、このようにはなっていないと思います。この点

はいかがでしょうか。 

○桝田水循環・森林・景観環境部長 おおむね森林整備課長が答えているとおりですけ

れども、何点か答弁させていただきたい。森林法で定める技術の基準、あるいは資金、

信用の問題、これは森林法の観点から定めているとまず思ってください。ですから、そ

の技術基準に従って審査をして、それに適格であれば許可をしなければならない。逆に

言うとそれに当てはまらなければ許可をしてはならない。こういう羈束許可であること

をまず認識いただきたいと思います。 

 そこで、先ほどから聞いて気になったのですけれども、県の許可条件どおりにやれば

災害が起こらない。森林整備課長の考えとして申し上げているのですけれども、あくま

でも災害が起こらないように、安全の対策、安全を確保するための基準であって、我々

は定められた基準で厳格に審査をして執行する、その立場であると思ってください。 

 それと、先ほどから改良指針のようなお話をされていましたけれども、私は読んでい

ないですけれども、それはメガソーラーという事業を進めるに当たっての指針ではない

かと思います。先ほどから森林整備課長が説明しているのは、あくまでも森林法の林地

開発許可の案件であって、少しテーブルが違うと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 
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○太田委員 確かに、森林の開発許可というのとメガソーラーというのは、切り離す部

分は当然あろうかと思うのですけれども、ただ全国各地で太陽光発電のメガソーラーに

関しては、いろいろ問題も起こっております。国でも太陽光発電の設置に係る林地の開

発許可制度の見直し、これは経産省ではなくて農林水産省も入っているとお聞きをして

おりますけれども、検討会では、住民合意の必要性も述べられているということです。

この点は今どういう進捗状況になっているのか、どういう着地点に向かおうとしている

のか、その点はいかがでしょうか。 

○桝田水循環・森林・景観環境部長 個別案件はなかなか申し上げにくいのですけれど

も、平群町の案件は、既に林地開発許可は出ている案件でございます。それと、ＦＩＴ

制度については事業継承をされており、森林法の観点から言いますと、許可ではなくて

届出でございます。届出を受けるに当たっては、当初許可と同じ要件を満たしているか

どうかを事務的に審査して、満たしておれば受理をする。満たしていなければ、届出と

いえども突き返す。これが県のスタンスでございます。 

○太田委員 書類がそろっていれば許可しなければならないという県の立場はわかるの

ですけれども、一方でそれでいいのかという住民の気持ちも私はよくわかりますし、書

類がそろっていれば許可しなければならないという県の立場ではあるのですが、一方で

この住民合意に実効性を持たせてほしいという要望が全国知事会から出ているというこ

とで、そのことについて何かつかんでいることはございますでしょうか。 

○桝田水循環・森林・景観環境部長 申しわけございません。存じていません。 

○太田委員 この住民合意というのは、本当に大切にしなければならないと思いますし、

太陽光発電の事業策定ガイドラインは所管ではないかもわからないですけれども、ここ

に住民合意と書かれておりますので、ぜひその点は大切にしていきたいと思っておりま

す。私たちも再生可能エネルギーを本当に普及していくことは反対する立場ではないで

すけれども、これを本当に推進していこうと思えば、やっぱり住民の合意がなければ普

及できないと思います。そのプロセスで、どういう会社であろうが、書類さえそろって

いれば許可しなければならない、災害さえ起こらなければ許可しなければならないとい

う状況は、私は見直さなければならないと思います。実際に国でも、この見直しに入っ

ているということですので、ぜひその点は状況をつかんでいただいて、県としてできる

ことがあればぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

○中川委員 １点だけ。先ほどの植村委員からの質問に関連して、ＭＩＣＥ関係のたて
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つけにつきまして、私の理解が正しいかどうかを確認しておきたいです。 

 ＭＩＣＥの誘致・推進につきましては、大もとのところは県が責任が持って行う。そ

の先の誘致してきた、こんな体験プログラムがや、企画商品があります、そういった受

入れの環境整備を奈良県ビジターズビューローがこれから注力していく、そういった理

解でおりました。経緯があるのですけれども、奈良市コンベンションビューロー時代か

らＭＩＣＥの誘致・推進をされていた職員が２名ぐらいいたのですけれども、退職され

ましたので、今後はそういったことも難しくなっていくだろうという話が今年の春ぐら

いにありました。専務理事が、コンベンションセンターも春にオープンするし、自治体

関係の案件も増えて、海外関係の案件も入ってくるだろうから、誘致の推進については

大もとのところで県が責任を持ってやって、我々はその先の受入れ環境を整備するとこ

ろで力を入れていく、そういったことをおっしゃっていたので、ＭＩＣＥ推進室に４月

に確認したのです。そうしたところ、その理解は正しいですということで、その認識で

いたのですけれども、そういった誘致の大もとのところは県がやって、その誘致した先

のところでビジターズビューローは力を入れてやる。ただ、こういった箱があるよとか、

商品がある、そういった点で、インバウンド営業部の課長補佐が国内外のエージェント

さんを回っているのを知っていますし、関連してできることはやっている。そういった

理解で正しいでしょうか。その確認です。 

○村上観光局次長（ＭＩＣＥ担当） 昨年来、ＭＩＣＥ推進室ができるタイミングで、

今、中川委員がおっしゃったような議論があったと伺っております。ただ、実際問題し

まして、先ほど植村委員のほうでもおっしゃっていた部分ですけれども、人のつながり

というのがあって、奈良県ビジターズビューローが個人的なつながりをお持ちなところ

もあります。ですから県が主導的にやると言いましても、県だけでやるというのはなか

なか難しい面があるというのが１点。 

 もう一点は、受入れのときにも、最初から関わっていないと、来ました、さあ受け入

れましょうではなかなか難しいということもあります。そういった関係もあり、県と奈

良県ビジターズビューローにつきましてはペアで動くような形を今年度から始めさせて

いただいたところでございます。 

○中川委員 総括いただきました。先ほど植村委員から質問があって、担当がどこかも

なかなか答えられなかったというのも、奈良県ビジターズビューローは少しややこしい

ので、わからないでもないのですけれども、地域づくり部とインバウンド営業部の両方
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にＭＩＣＥの関係する人たちが散らばっているといった状況があります。もし必要でし

たら、奈良県ビジターズビューローにも、組織をもう少しわかりやすいようにしてくれ

ないかといった担当者ベースでの話し合いもしてもらったらいいと思っています。イン

バウンド営業部、北海道宝島旅行社の方が部長についていたのですけれども、いつの間

にかいなくなっております。実質課長さんがトップですけれども、その課長が実は隣の

地域づくり部の課長も兼任されているという、よくわからない組織ですけれども、必要

でしたらそういった組織のわかりやすい構成につきましても、意見交換などしてみては

どうかと思っております。 

○小泉委員長 ほかにないようでございますので、これをもちまして質問を終わります。 

 次に委員長報告についてでありますが、本会議で反対討論される場合は、委員長報告

に反対意見を記載したいこととなっております。それぞれお聞きしたいんですけれども、

森山委員。 

○森山委員 討論しません。 

○小泉委員長 太田委員。 

○太田委員 日本共産党は反対討論をさせていただきたいと思います。 

○小泉委員長 中川委員。 

○中川委員 日本維新の会は反対討論をしませんので、先ほど採決の際に述べた理由を

記載してもらったらそれで結構でございます。 

○小泉委員長 それでは反対討論をされる方については、議第７８号については委員長

報告に反対意見を記載しませんので、よろしくお願いします。森山委員と中川委員は、

議第７８号については委員長報告に反対意見を記載しますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは委員長報告についてでありますが、正副委員長に一任願えますか。 

     （「はい」と呼ぶ者あり） 

 それではそのようにさせていただきます。 

 大変長時間でございましたけれども、これをもって本日の委員会を終わります。 


